
人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議

宣　言

　二〇〇一年八月三一日から九月八日にかけて南アフリカのダーバンで会議を開き、

　本世界会議を主催した南アフリカ政府に深い感謝を表明し、

　アパルトヘイト制度に反対し、民主主義のもとでの平等と正義、発展、法の支配、人権の尊重を求め

る南アフリカ人民の英雄的闘いから示唆を受け、その意味で、その闘いに国際社会が果たした重要な貢

献、とりわけアフリカ諸国の人民と政府の重要な役割を想起し、ＮＧＯなどの市民社会のさまざまな関

係者がその闘いや、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容との現在進行中の闘いに

おいて果たした重要な役割を想起し、

　一九九三年六月の世界人権会議で採択された「ウィーン宣言と行動計画」が、あらゆる形態の人種主

義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の速やかで包括的な廃止を呼びかけていることを想

起し、

　「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議（「世界会議」）」の開

催に関連する一九九七年四月一八日の人権委員会決議１９９７／７４、一九九七年一二月一二日の国連

総会決議５２／１１１、これらの機関のその後の諸決議を想起し、一九七八年と一九八三年にジュネー

ブで開催された二度の「人種主義および人種差別と闘う世界会議」も想起し、

　国際社会の努力にもかかわらず、三度の「人種主義および人種差別と闘う一〇年」の主要目標が達成

されていないこと、ならびに、数え切れない人間が今日もなお、さまざまな形態の人種主義、人種差別、

外国人排斥および関連のある不寛容の犠牲者となり続けていることに重大な懸念をもって留意し、

　二〇〇一年が、世界会議の目標に世界の関心を引き寄せ、あらゆる形態の人種主義、人種差別、外国

人排斥および関連のある不寛容を廃止する政治公約に新しい推進力を与えることを目的としている「人

種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する国際運動年」であることを想起し、

　国連総会が二〇〇一年を「国連・文明間の対話の年」と宣言し、協調・パートナーシップ・包容によ

って、共有された価値、普遍的人権および人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と

の闘いを脅かす人道への共通の挑戦に対処するために、多様性のための寛容と尊重、文明間の共通の地



盤を模索する必要を強調したことを歓迎し、

　国連総会が「世界の子どもたちのための平和と非暴力の文化の一〇年（二〇〇一年～二〇一〇年）」を

決定し、ならびに、「平和の文化に関する宣言と行動計画」を採択したことを歓迎し、

　世界会議が、「先住民族の国際一〇年」とともに、世界中の政治・経済・社会・文化・精神の発展への

先住民族の貴重な貢献、ならびに、先住民族が直面している人種主義や人種差別などの挑戦について検

討する独自の機会を提供することを認め、

　一九六〇年の「植民地諸国人民独立付与国連宣言」を想起し、

　国連憲章と世界人権宣言に含まれた諸目的と諸原則へのわれわれの公約を再確認し、

　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容は、国連憲章の諸目的と諸原則を否定する

ものであることを確認し、

　世界人権宣言の平等と非差別の原則を再確認し、人種・皮膚の色・性・言語・宗教・政治その他の見

解・ナショナルな、または社会的な出身・財産・出生その他の地位のようないかなる種類の区別もなく、

すべての者に人権と基本的自由が尊重されるよう奨励し、

　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容を撤廃するための原則的国際文書としての

「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」（人種差別撤廃条約）の普遍的加入または批准、そ

のもとで生じる義務の完全な履行が基本的に重要であることを確信し、

　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容との闘いに際して、関連するすべての国際

人権文書を普遍的支持という観点で署名・批准・加入を検討することが各国にとって基本的に重要であ

ることを認め、

　ストラスブール、サンティアゴ、ダカール、テヘランで開催された地域会議の報告書、各国から提出

された報告書、ならびに、専門家セミナー、ＮＧＯ地域会合、その他の世界会議準備会議の報告書に留

意し、

　新生南アフリカの最初の大統領であった尊敬すべきネルソン・マンデラの後援と、国連人権高等弁務



官兼世界会議事務局長のイニシアティブで、ターボ・ムベキ南アフリカ大統領が行い、七四カ国の国家

元首・政府首脳・高官が署名した「ビジョン声明」に感謝をもって留意し、

　文化的多様性が、人道全体の前進と福利のために重要なプラスとなり、われわれの社会を豊かにする

永続的長所として、評価、享受、真に受容され、取り入れられるべきであると再確認し、

　関連する人権文書において義務として規定されているように、人種差別、ジェノサイド、アパルトヘ

イト犯罪、奴隷制の禁止からの逸脱は許されないことを認め、

　世界の人民に耳を傾け、正義、すべての者の機会平等への世界の人民の示唆や、発展の権利、平和で

自由に生きる権利、経済・社会・文化・市民・政治生活における差別のない平等の参加を含む、すべて

の者の人権の享受への世界の人民の示唆を認め、

　正当な、公平な、民主的で包容的な社会の形成にすべての個人と人民が平等に参加することが、人種

主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容から世界を解放するのに寄与しうることを認め、

　国内の意思決定と世界的な意思決定に、すべての者が差別なく公平に参加することの重要性を強調し、

　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容は、それが人種主義および人種差別に等し

い場合、すべての人権の重大な侵害であり、その完全な享受の障害となり、すべての人間は尊厳と権利

において自由かつ平等に生まれているという自明の真実を否定し、諸人民や諸国の間の友好で平和な関

係の障害となり、武力紛争を含む多くの国内紛争や国際紛争の根因となり、住民の強制移送に帰結する

ことを確認し、

　普遍的・不可分・相互依存・相互関係的であるすべての人権、経済・社会・文化・政治的権利の完全

な享受を保証するために、すべての諸国の男性・女性・子どもの生活条件を改善するために、人種主義、

人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と闘う国内活動と国際活動が求められていることを認め

る。

　人権の促進と保護のための、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と闘う目標を

達成するための、国際協調を強化する重要性を再確認する。

　外国人排斥は、さまざまな現象で現れるが、各国と国際社会による緊急の注目と迅速な行為で闘う必



要のある差別と紛争の主要な現代的源泉と形態の一つであると認め、

　国際社会、政府、地方自治体が行った努力にもかかわらず、人種主義、人種差別、外国人排斥および

関連のある不寛容という災難が継続して、人権侵害、苦痛、不遇、暴力をもたらしており、適用できる

すべての適切な措置によって、最優先事項として、できれば影響を受ける共同体と協力して、これと闘

わなければならないことを完全に認め、

　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の継続的暴力的な発生、および、植民地時

代に促進され実行された、ある人種や文化が他の人種や文化より優越しているという見解が、今日でも

あれこれの形態で唱えられ続けていることに懸念をもって留意し、

　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容が、より陰険な、現代的形態と現象で出現

したり継続して発生していること、および、人種差別、民族差別ならびに優越性に基づく理論や慣行に

警鐘を鳴らし、

　いわゆる人種間の差異の存在を決定しようとする学説とともに、いかなる人種的優越理論をも強く拒

絶し、

　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容との闘いと非難が、すべての人、とくにす

べてのレベルの公の当局や政治家によって行われなければ、その永久化を促進する要因となることを認

め、

　各国には、すべての被害者の人権と基本的自由を保護・促進する義務があり、各国は、女性が直面す

る多元的な差別の形態を認めて、ジェンダー観点を採用するべきであり、女性が市民・政治・経済・社

会・文化の権利を享受することが世界中の社会の発展に必要であることを再確認し、

　世界のグローバル化の進行が、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の廃止の闘

いに関して、もたらしている挑戦とチャンスの双方を認め、

　グローバル化とテクノロジーが人びとを一つにまとめるのにかなり貢献している時代に、平等・尊厳・

連帯を基礎とした人間家族の観念を実現し、二一世紀を人権の世紀とし、人種主義、人種差別、外国人

排斥および関連のある不寛容を廃止し、すべての個人と人民にとって機会と取り扱いの真の平等の実現

の世紀とすることを決意し、



　人民の平等権と自己決定の原則を再確認し、すべての個人が尊厳と権利において平等に生まれている

ことを想起し、その平等が最優先事項として保護されなければならないことを強調し、すべての形態の

人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容を廃止する観点で、迅速で、断固とした、適

切な措置をとることが各国の義務であることを認め、

　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容という災難と完全に効果的に優先事項とし

て闘い、世界のすべての部分における人種主義の現象と過去の経験に、再発を回避する観点で学ぶこと

に専念し、

　普遍的平等、正義、尊厳への新しい政治意思と公約にともに参加して、世界中すべての人種主義、人

種差別、外国人排斥および関連のある不寛容のすべての被害者の記憶に敬意を表し、われわれは厳粛に

「ダーバン宣言と行動計画」を採択する。

総　論

１　本宣言と行動計画の目的にとって、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被

害者とは、これらの災悪の影響を受け、被り、目標とされている、または目標とされてきた個人または

個人の集団であると宣言する。

２　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容が、人種、皮膚の色、門地（世系）また

はナショナルあるいはエスニックな出身に基づいて発生し、被害者は、性、言語、宗教、政治その他の

意見、社会的出身、財産、出生、またはその他の地位などの関連のある理由に基づいて、複合的でいっ

そう悪化する差別を被ることを認める。

３　第三のミレニアムの初めにあたり、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容、お

よび、すべてのそうした憎むべき発展した諸形態や現象に対する世界的な闘いが、国際社会にとって優

先事項であり、本会議が、人道を破壊するそれらの悪のすべての局面を、とりわけ、国内、地域、国際

レベルで革新的全体的アプローチの導入と、実践的効果的措置の強化・増大を通じて、全体的に廃止す

る観点で、評価し確定する独自の機会を提供することを、われわれは認め、確認する。

４　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容との闘いを続けているアフリカ人民との

連帯を表明し、アフリカ人民の犠牲、ならびにこれらの非人間的な悲劇について国際的関心を高めてき



たアフリカ人民の努力を認める。

５　連帯、尊重、寛容、多文化主義の価値をとくに重要視し、それらが人種主義、人種差別、外国人排

斥および関連のある不寛容と、世界中、とくにアフリカの人民にあまりにも長い間、影響を与えてきた

非人間的な悲劇に対する世界的な闘いに道徳的根拠と示唆を与えることも確認する。

６　すべての人民と個人は、多様性に富んだ、一つの人間家族であることを確認する。すべての人民と

個人は、共通の遺産である人道を形づくる文明と文化の前進に貢献してきた。寛容、多元主義、多様性

の尊重の保持と促進は、より包括的な社会を創り出すことができる。

７　人間はすべて、自由に、かつ、尊厳と権利において平等に生まれ、その社会の発展と福利に建設的

に貢献する能力を有する。いかなる人種的優越の理論も科学的に誤りであり、道義的に非難されるべき

であり、社会的に不正義であり、危険であり、人種間の差異の存在を決定しようとする試みとともに、

拒絶されねばならない。

８　宗教、精神性、信仰は、多数の女性と男性の人生、その生き方や他者の扱い方において中心的役割

を果たすと認める。宗教、精神性、信仰は、人間の固有の尊厳と価値の促進と、人種主義、人種差別、

外国人排斥および関連のある不寛容の根絶に貢献することができる。

９　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容が、とりわけ、富の不公平な配分、周縁

化および社会からの排除によって悪化させられることに懸念をもって留意する。

10　何人も、すべての人権がすべての者に差別なく完全に実現される社会的国際的秩序を保障されるこ

とを再確認する。

11　グローバル化の過程が、すべての諸国の利益、発展、繁栄に、例外なしに、利用／活用されるべき

強力でダイナミックな力となることを留意する。発展途上国が、この中心の挑戦に応じて、特別の困難

に直面していることを認める。グローバル化が大きな機会を提供する一方で、現在、その利益は不公正

に配分され、そのコストは不公正に配当されている。グローバル化の消極的効果を予防し軽減するべき

という決定を表明する。これらの効果は、とりわけ、貧困、低開発、周縁化、社会からの排除、文化支

配、経済不均衡を悪化させ、これらが国家内や諸国家間で、人種の境界に沿って発生し、不利な影響を

もたらしている。さらに、グローバル化の利益を、とりわけ、貿易、経済成長、維持可能な発展、新し

いテクノロジーの利用によるグローバルなコミュニケーション、文化的多様性の保護と促進による知識



の交換の増大についての機会均等を増加させる国際協調の強化と増進によって最大限にするという決定

を表明する。それが人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の根絶に寄与しうる。共

通の人道とそのすべての多様性に基づいて未来が配分されるようにする広範で継続的な努力を通じての

み、グローバル化は、完全に包容的で公平となりうる。

12　グローバル化の結果として、とくに南から北への、領域内外の移住が増加していることを認め、移

住についての政策は人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に基づいてはならないこ

とを強調する。

人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の源泉、原因、形態、現代的現象

13　大西洋越え奴隷取引などの奴隷制度と奴隷取引は、その耐え難い野蛮のゆえにだけではなく、その

大きさ、組織された性質、とりわけ被害者の本質の否定ゆえに、人類史のすさまじい悲劇であった。奴

隷制と奴隷取引は人道に対する罪であり、とりわけ大西洋越え奴隷取引はつねに人道に対する罪であっ

たし、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の主要な源泉である。アフリカ人とア

フリカ系人民、アジア人とアジア系人民、および先住民族は、これらの行為の被害者であったし、いま

なおその帰結の被害者であり続けている。

14　植民地主義が人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容をもたらし、アフリカ人と

アフリカ系人民、アジア人とアジア系人民、および先住民族は植民地主義の被害者であったし、いまな

おその帰結の被害者であり続けていることを認める。植民地主義によって苦痛がもたらされ、植民地主

義が起きたところはどこであれ、いつであれ、非難され、その再発は防止されねばならないことを確認

する。この制度と慣行の影響と存続が、今日の世界各地における社会的経済的不平等を続けさせる要因

であることは遺憾である。

15　国際法の用語におけるアパルトヘイトとジェノサイドは人道に対する罪であり、人種主義、人種差

別、外国人排斥および関連のある不寛容の主要な源泉と現象であることを認め、これらの行為によって

語られざる悪事と苦痛が引き起こされ、それが起きたところはどこであれ、いつであれ、非難され、そ

の再発は予防されねばならないことを確認する。

16　とくに移住者、難民、難民申請者など国民でない者に対する外国人排斥が、現代の人種主義の主要

な源泉の一つであり、この集団構成員に対する人権侵害が差別、外国人排斥および人種主義の慣行の文

脈で広く発生していることを認める。



17　若者や被害を受けやすい集団がさらされるかもしれない人種主義、人種差別、外国人排斥および関

連のある不寛容の新しい現象に特別な注意を払う重要性を留意する。

18　貧困、低開発、周縁化、社会からの排除、経済不均衡は、人種主義、人種差別、外国人排斥および

関連のある不寛容と密接に結びついており、さらなる貧困を次々に生じさせる人種主義的態度と慣行の

存続に貢献することを強調する。

19　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の経済・社会・文化への否定的帰結は、

発展途上国とりわけアフリカの低開発に著しく貢献したことを認識し、一〇億以上の彼ら／彼女らが今

日も受けている極度の貧困というみじめで非人間的な状況から男性・女性・子どもを解放し、すべての

者のために発展させる権利を現実のものとし、人間全体を欠乏から解放することを決意する。

20　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容が武力紛争の根源の一つであり、武力紛

争の帰結として生じることが非常に多いことを認め、非差別が国際人道法の基本原理であることを想起

する。武力紛争のすべての当事者に、この原理を誠実に遵守し、各国および国際社会に、武力紛争の間

にはとくに用心深くし、すべての形態の人種差別と闘い続ける必要を強調する。

21　他の原因もあるにしても、社会経済の発展が、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある

不寛容から生じるものを含む人権の重大侵害や、民主的・包括的・参加的統治の欠如に由来する国内紛

争の広がりによって妨害されることに深い懸念を表明する。

22　住民が多民族・多文化・多言語であるのに、政治制度・法制度がそれに対応していない国家があり、

中には継続して今日もなおそうである国家があり、多くの場合、先住民族を排除した差別の主要因とな

っていることに深い懸念を表明する。

23　先住民族の権利は各国の主権と領土の統合の原理と矛盾しないことを完全に認め、それゆえ、適用

可能な国際文書から引き出されるものを含む、適切な憲法、行政、立法、司法上の措置が採用される必

要を強調する。

24　世界会議の宣言と行動計画で用いられる「先住民族」という用語は、とくにその問題を扱う文章に

関して進行中の国際交渉の文脈で用いられるのであり、その交渉の結果を待たずに判断できない。また、

国際法のもとでの権利を含意するものと解釈することはできない。



25　いくつかの諸国における刑罰制度の機能や、法の適用、法執行に責任のある機関や個人の行為や態

度に存続している人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に強く拒否を表明する。拘

禁・収容されている人びとから多く申し立てられているように一定の集団に影響を与えている場合、と

くにそうである。

26　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容によって被害を受けた個人や集団の人権

と基本的自由の侵害についての不処罰を終わらせる必要を確認する。

27　人種主義が根拠を得ている事実のほかに、人種主義・外国人排斥の現代的形態と現象が、ある種の

政党や政治機関の綱領、人種的優越の観念に基づく見解の現代的コミュニケーション・テクノロジーに

よる散布によるなど、多くの方法で政治・道徳・法的認知を回復しようとしていることに懸念を表明す

る。

28　人種・ナショナル・エスニックその他の理由により特定可能な集団、集合体、共同体に対する迫害

は、国際法のもとで許されず、アパルトヘイトの罪であると普遍的に承認されており、重大人権侵害で

あり、場合によっては人道に対する罪にあたることを想起する。

29　世界の一部にいまだに奴隷制と奴隷類似慣行が存在している事実を強く非難し、重大人権侵害であ

るこうした慣行を終わらせるために優先事項として即座に措置をとるよう各国に促す。

30　すべての形態の人身売買、とくに女性と子どもの人身売買を予防し、これと闘い、廃止する緊急の

必要を確認し、人身売買の被害者が特別に人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に

さらされていることを認める。

人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害者

31　また、とりわけ多くの人びとにとっての教育、雇用、健康、住居、幼児死亡率および平均余命の分

野における統計数値は、とくに人種主義、人種差別、外国人排斥および不寛容を含む要因がある場合に、

不利な状況を示すことに深い懸念を表明する。

32　アフリカ人民とアフリカ系人民の文化遺産の価値と多様性を認め、彼らがすべてのレベルの意思決

定過程に完全に参加できるようにする観点で、社会・経済・政治生活に完全に統合する重要性と必要性



を確認する。

33　アフリカ系ディアスポラのいるアメリカ領域その他のすべての地域の諸国にとって、アフリカ系住

民の存在、ならびに、その住民による文化・経済・政治・科学への貢献を認めること、彼ら／彼女らに

特定の影響を与える人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容が存在することを認め、

多くの諸国で、とりわけ教育、健康、住居へのアクセスの長期にわたる不平等が、彼ら／彼女らに影響

を与える社会経済不均衡の大きな原因であることを認めることが重要であると考える。

34　アフリカ系人民が数世紀にわたって人種主義・人種差別・奴隷化の被害者であり、その権利の多く

を歴史によって否定された被害者であることを認め、アフリカ系人民がその尊厳について公正かつ尊重

されて扱われるべきであり、いかなる種類の差別にも苦しんではならないと主張する。それゆえ、文化

と自己のアイデンティティへの権利、政治・社会、経済・文化生活における自由で平等な条件で参加す

る権利、自己の欲求と慣習の文脈で発展する権利、自己の組織形態・生活様式・文化・伝統・宗教様式

を維持・持続・促進する権利、自己の言語を持続・使用する権利、自己の伝統的知識や文化遺産・芸術

遺産の保護への権利、住居が自然に更新されて供給される使用・享受・保存への権利、特別に特徴的な

ものも含む教育制度・教育課程の設定・実施・発展に積極的に参加する権利、適用できる場合には先祖

伝来の居住地への権利が認識されるべきである。

35　世界の多くの地域で、アフリカ人とアフリカ系人民が公私の制度で支配的な社会的偏見と差別の結

果としての障害に直面していることを認め、アフリカ人とアフリカ系人民が直面しているあらゆる形態

の人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の廃止に向けての公約を表明する。

36　世界の多くの地域で、アジア人とアジア系人民が公私の制度で支配的な社会的偏見と差別の結果と

しての障害に直面していることを認め、アジア人とアジア系人民が直面しているあらゆる形態の人種主

義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の廃止に向けての公約を表明する。

37　数世紀にわたって人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に直面してきたにもか

かわらず、アジア系人民が彼らが居住する諸国の経済・社会・政治・科学・文化生活に貢献してきたし、

いまも貢献していることに感謝をもって留意する。

38　国際人権文書に合致していない移住政策を、アジア人やアジア系人民を含む移住者に対するすべて

の差別政策と慣行を廃止する観点で、見直し、必要な場合には改正するようすべての諸国に呼びかける。



39　先住民族が数世紀にわたって差別の被害者であったことを認め、先住民族が尊厳と権利において自

由かつ平等であって、いかなる差別、とくに先住民族の出自とアイデンティティに基づく差別をされて

はならないことを確認し、先住民族に影響を与える人種差別、人種主義、外国人排斥および関連のある

不寛容の継続を克服する行為の必要が続いていることを強調する。

40　先住民族の文化と遺産の価値と多様性は、社会の発展と文化的多元主義、および社会のすべての局

面での完全な参加への先住民族の格別の貢献、とくに先住民族の関心のある問題での貢献が、政治的社

会的安定や、先住民族が居住している各国の発展にとって基本的であることを認める。

41　先住民族が人権と基本的自由を完全に実現することが人種主義、人種差別、外国人排斥および関連

のある不寛容の廃止にとって絶対に必要であるという確信を強調する。先住民族が市民・政治・経済・

社会・文化的権利を完全かつ平等に享受し、先住民族に特徴的な性質やイニシアティブを尊重されつつ、

持続可能な発展のためになるよう促進するという決定をしっかりと確認する。

42　先住民族が自己のアイデンティティを自由に表明し、権利を行使するために、先住民族がすべての

形態の差別から自由であり、当然のことながら人権と基本的自由の尊重が伴うことを強調する。先住民

族の権利に関する宣言案の交渉において先住民族のために普遍的な認知が保証されるよう努力がなされ

ている。先住民族の権利には以下のものが含まれる。自己の名前で呼ばれる権利、居住する自国の政治・

経済・社会・文化的発展に自由かつ平等に参加する権利、自己の組織・生活様式・文化・伝統を持続す

る権利、自己の言語を持続・使用する権利、居住する地域において自己の経済構造を持続する権利、教

育制度・教育プログラムの発展に役割を果たす権利、狩猟・漁業など自己の土地と資源を管理する権利、

司法に平等にアクセスする権利。

43　先住民族がその精神的、肉体的、文化的存在の基礎として土地との間にもっている特別の関係を認

め、可能であれば、先住民族が国内法で保障されている自己の土地と資源の所有権を保有できるよう各

国に促す。

44　国連システムの中に「先住民問題常設フォーラム」を創設して、「先住民族の国際一〇年」とウィー

ン行動計画の主要目標に具体的表現を与えるという決定を歓迎する。

45　国連が「先住民の人権と基本的自由の状況に関する特別報告者」を任命したことを歓迎し、特別報

告者に協力すると公約する。



46　移住者が、出身国でも受け入れ国でも、経済・社会・文化に積極的に貢献することを認める。

47　移住についての自国の法的枠組みと政策を策定して適用する各国の主権を再確認し、各国の政策が

適用可能な人権文書・規範・基準に合致するべきであり、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連

する不寛容から自由であることを保証するよう立案されるべきであると再確認する。

48　移住者に対する人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の現象と行為、および移

住者に適用されるステレオタイプに懸念を留意し、強く非難する。裁判管轄権のもとで移住者の人権を

保護する各国の責任を再確認する。移住者を不法行為や暴力行為、とくに人種差別と、個人や集団が人

種主義や外国人排斥の動機で行った犯罪から保全・保護する政府の責任を再確認する。移住者が社会で、

職場で、公正、正義、公平な取り扱いを受ける必要があることを強調する。

49　移住者が居住している諸国で、移住者に対する人種主義と外国人排斥の現象を廃止するために、移

住者とその他の社会構成員との間の調和、寛容、尊重を増大させるのに役立つ条件をつくる意義を強調

する。家族がともに暮らすことが統合に積極的な影響を与えることを強調し、各国に家族の再統合を促

進するよう強調する。

50　出身国から離れているため、とくに、言語・習慣・文化の差異ゆえに遭遇する困難のため、未登録

や不正規の状況にある移住者の帰国に経済的社会的困難・障害があるため、移住者がしばしば陥る被害

を受けやすい状況に留意する。

51　雇用、教育や保健等の社会サービス、ならびに司法へのアクセスなどの問題に関連して、移住労働

者等の移住者に対する人種差別を廃止する必要性を再確認し、移住者の取り扱いが、国際人権文書に従

って、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容から自由でなければならないことを再

確認する。

52　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容が、とりわけ、人びとを難民や難民申請

者として自分の出身国から強制排除したり、移動せざるをえなくさせることに関心をもって留意する。

53　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容との闘いの努力にもかかわらず、とりわ

け、難民や難民申請者、国内避難民に対する人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容

のさまざまの形態の事例が継続していることも懸念をもって認める。



54　排除の根源を取り扱い、難民や排除された者のための永続的な解決、とくに、安全かつ尊厳をもっ

た出身国への任意の帰還、ならびに、適切かつ可能な場合には、第三国への定住とその地への統合によ

る解決を見いだす緊急性を強調する。

55　難民、難民申請者、帰還者、国内避難民の保護に関連する人道的義務を尊重し実行する公約を確認

し、この点で、難民の保護のために責任を共有する国際連帯、負担共有、国際協力の重要性を留意し、

難民の地位に関する一九五一年条約および一九六七年の議定書が、国際的難民機関の創設を求めている

ことを再確認し、当事国がこれらを完全に適用することの重要性を認める。

56　複合的な民族・人種の出身のメスティーソ人民が多くの諸国に存在し、その社会における寛容と尊

重の促進にとって彼らの存在が貴重な貢献をしていることを認め、とくにその陰湿な性質のために差別

が存在することを否定されがちであるので、メスティーソに対する差別を非難する。

57　人類史が重大人権侵害の結果としての多くの残虐行為に満ちていることを自覚し、歴史を記憶する

ことによって将来の悲劇を防ぐことを教訓として学ぶことができると信じる。

58　ホロコーストは決して忘れてはならないことを想起する。

59　世界のさまざまな部分で、一定の宗教的共同体に対する宗教的不寛容、ならびに宗教的信仰や人種

的またはエスニックな出身を理由とする宗教的共同体に対する敵対行為と暴力が出現し、彼ら／彼女ら

の信仰を自由に行う権利が制限されていることを認める。

60　世界各地に、宗教共同体やその構成員に対する宗教的不寛容の存在、とくに自由に信仰を実践する

権利の制限、ならびに、宗教的信念、民族、いわゆる人種的出身を理由とした、否定的なステレオタイ

プの増大、敵対行為、宗教的共同体に対する暴力の出現も深い懸念をもって認める。

61　世界のさまざまの地域で反ユダヤ主義とイスラム排斥が増大し、ならびに、ユダヤ、イスラムおよ

びアラブのコミュニティに対する人種的および差別的観念に基づく人種主義運動や暴力的運動が出現し

ていることを深い懸念をもって認める。

62　人類史が、人間の平等の尊重の欠如を通じて加えられた恐るべき犯罪に満ちていることを自覚し、

世界のさまざまの地域でこうした慣行が増大していることに驚きをもって留意し、とくに紛争状況にあ

る人びとに人種主義的煽動、軽蔑的な言葉、否定的なステレオタイプを思いとどまるように求める。



63　外国占領のもとにいるパレスチナ人民の窮状に懸念をもつ。パレスチナ人民の自己決定と独立国家

の建設の奪うことのできない権利を認める。イスラエルを含むその地域のすべての国家の安全への権利

を認め、すべての国家に和平のプロセスを支援し、早期の解決を実現するよう呼びかける。

64　その地域における正当な、包括的、継続的な平和が実現し、すべての人びとが共存し、平等、正義、

国際的に認識された人権および安全を享受することを求める。

65　難民が尊厳と安全のうちに任意に自国に帰り財産を取り戻す権利を認め、すべての国家に難民の帰

還を促進するよう求める。

66　民族・文化・言語・宗教的マイノリティのアイデンティティが存在する場合、それらは保護を受け

なければならず、そうしたマイノリティに属する者は平等に扱われ、いかなる差別もなく人権と基本的

自由を享受するべきであることを確認する。

67　他とは異なった文化のアイデンティティをもつ集団の構成員が、民族、宗教、その他の要因、なら

びに、伝統や慣習の複合した相互作用から生じた障壁に直面していることを認め、人種主義、人種差別、

外国人排斥および関連のある不寛容の廃止を目指した政策と計画が、諸要因の相互作用がもたらす障壁

を取り扱うよう保証するよう各国に呼びかける。

68　ロマ／ジプシー／シンティ／トラベラーに対する暴力を含む人種主義、人種差別、外国人排斥およ

び関連する不寛容の進行中の現象に深い懸念を寄せ、彼ら／彼女らの完全な平等達成のための効果的な

政策と実行メカニズムを発展させる必要を認める。

69　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連する不寛容が女性と少女にとって差異的な方法で明る

みに出て、彼女らの生活条件の悪化、貧困、暴力、多様な形態の差別、彼女らの人権の制限や否定に導

く要因となりうることを確信する。多様な形態の差別を扱うために、人種主義、人種差別、外国人排斥

および関連する不寛容に反対する関連の政策、戦略、行動計画にジェンダーの視点を採り入れる必要を

認める。

70　女性に対する人種差別、ならびに、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容のた

めに、女性が市民・政治・経済・社会・文化的権利を完全に実現し、享受するのに直面している不利益・

障害・困難を、調査し監視するためのよりシステマティックで一貫した方法を発展させる必要を認める。



71　一定の信仰や宗教的マイノリティに属する女性に自分の文化や宗教のアイデンティティを回避させ、

正当な表現を制限し、教育と雇用に関して差別する試みがあることを嘆く。

72　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害者に、子どもと若者、とくに少女

の数が多いことに関心をもって留意し、子どもの最善の利益と子どもの意見の尊重の原則に従って、こ

れらの慣行の被害者である子どもと若者の権利と状況に優先的な関心を払うため、人種主義、人種差別、

外国人排斥および関連のある不寛容と闘う計画に特別な措置を盛り込む必要があることを強調する。

73　民族・宗教・言語マイノリティに属する子どもや先住民族である子どもは、個人的にも、自己の集

団の他の構成員との共同体においても、自己の文化を享受し、自己の宗教を告白し実践し、自己の言語

を使用する権利を否定されてはならないことを認める。

74　子ども労働が貧困、発展の欠如、関連のある社会経済条件に結びついているので、ある場合には、

影響を受ける集団の子どもに、生産生活において必要とされる能力を身につけ、経済成長から利益を得

る機会を不釣り合いなほどに否定することによって、貧困と人種差別を永続化してしまうことを認める。

75　多くの諸国で、ＨＩＶ／ＡＩＤＳの感染者、ならびに感染したと考えられた人びとが、人種主義、

人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害を受けやすい集団に属し、保健や医療へのアクセ

スに消極的な影響と障害を受けていることに深い懸念をもって留意する。

国家、地域、国際レベルで人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の根絶を目指した

予防・教育・保護の措置

76　不公平な政治・経済・文化・社会条件は、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛

容を育て、それが不平等をますます悪化させることを認める。発展の領域を含むすべての領域ですべて

の者の真の機会の平等が、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の廃止にとって基

本であると信じる。

77　人種差別撤廃条約の普遍的な支持と完全な実施が、世界における平等と非差別を促進するのに最も

重要であることを確認する。

78　すべての諸国が、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の予防と廃止における



基本要素としてのすべての人権、発展の権利を含む経済・社会・文化・市民・政治的権利の普遍的尊重、

遵守、保護を促進するよう厳粛な公約をすることを再確認する。

79　人種差別を克服し人種平等を達成するのを妨げるのは、主に、政治意思の欠如、立法の弱体、国家

による実施戦略と具体的行為の欠如、ならびに人種主義的態度と否定的なステレオタイプの流行である

と固く信じる。

80　法律制定や政治・社会・経済政策を含む国際人権規範と義務の教育、発展、誠実な実施が、人種主

義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と闘うのに決定的であることを固く信じる。

81　人民の必要と念願に応じた民主主義、透明性、責任、説明責任、参加統治、および、人権、基本的

自由の尊重、および法の支配が、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の効果的予

防と廃止にとって不可欠であることを認める。人種主義者や外国人排斥の態度に動機づけられた犯罪の

不処罰はいかなる形態でも、法の支配と民主主義を弱体化させる役割を果たし、そうした行為の再発を

促すことを再確認する。

82　「文明間の対話」が諸文明の間の共通の土俵の確定と促進、すべての人間の生まれながらの尊厳と

平等権の認知と促進、正義の基本原理の尊重を実現する過程であり、こうして、人種主義、人種差別、

外国人排斥および関連のある不寛容に基づく文化優越性という考えを拭い去り、人間家族のための調和

した世界の建設を助長することができることを確認する。

83　政治指導者と政党が、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と闘うのに役割を

果たすことができ、またそうするべきである鍵の役割を強調し、政党が連帯、寛容および尊重を促進す

る措置を講じるよう奨励する。

84　ネオ・ナチ、ネオ・ファシズムおよび人種的偏見や民族的偏見に基づく暴力的な国家主義イデオロ

ギーが存在することを非難し、どのような場合であれどのような条件であれ、このような現象が正当化

されてはならないと述べる。

85　人種主義、外国人排斥および人種的優越の理論その他の差別に基づいた政治綱領と組織、ならびに

人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に基づいた立法と実務は、民主主義、透明性、

責任ある統治と矛盾するものとして非難する。政府の政策によって容認された人種主義、人種差別、外

国人排斥および関連のある不寛容は人権を侵害し、人民の間の友好的関係、諸国の間の協力、国際平和



と安全保障を危うくすることを確認する。

86　人種的優越や憎悪に基づくすべての観念の宣伝は、世界人権宣言に体現された諸原則および人種差

別撤廃条約第五条に明定された諸権利に照らして、法によって処罰される犯罪であると宣言されるべき

であることを想起する。

87　人種差別撤廃条約第四条ｂ項が、人種的優越や憎悪に基づいた観念、暴力行為やそうした行為の煽

動を宣伝する組織に対して用心深くし、裁判にかけることを各国の義務としていることに留意する。こ

れらの組織は非難され、阻止されるべきである。

88　メディアは多文化社会の多様性を描写し、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛

容と闘うのに役割を果たすべきであると認める。この点で、広告の力に関心を寄せる。

89　一部のメディアが、被害を受けやすい集団と個人、とくに移住者と難民について誤ったイメージと

ステレオタイプを助長して、公衆の間に外国人排斥や人種主義の感情を広げるのに寄与し、個人や集団

の人種主義者による暴力を助長してきたことに残念ながら留意する。

90　とくにメディアと、インターネットを含む新しいテクノロジーによる表現の自由の権利行使、およ

び情報を求め、受け取り、伝達する自由の完全な尊重が、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連

のある不寛容との闘いをするのに積極的な貢献をすることを認める。この点で、メディアの編集の独立

性と自律が尊重される必要性を強調する。

91　人間的価値、平等、非差別の尊重や、他者と寛容の尊重とは逆の目的で、人種主義、人種憎悪、外

国人排斥、人種差別および関連のある不寛容の宣伝などのためのインターネットなどの新しい情報テク

ノロジーの利用、および、新しい情報テクノロジーにアクセスするとくに子どもと若者がそれによって

否定的な影響を受けていることに深い懸念を表明する。

92　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容との闘いに役立てるためのインターネッ

トなどの新しい情報伝達テクノロジーの利用を促進する必要性も認める。新しいテクノロジーは、寛容

と人間の尊重、および平等と非差別の原則の促進を支援することができる。

93　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害者の声を伝えるコミュニティ・メ

ディアの重要性をすべての国家が認めるべきであることを確認する。



94　公の当局・制度・メディア・政党・国家機関・地方機関の作為・不作為による異なった出身の人び

とへの非難は、人種差別行為であるのみならず、人種差別行為の再発を煽動するものであり、それによ

って人種主義的態度や偏見を増強する悪循環をつくりだす結果になり、非難されねばならないことを再

確認する。

95　とくに人権教育における、すべてのレベル、すべての年齢における、家庭内教育を含む教育が、人

種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に基づく態度や行動を変化させ、社会における

寛容と多様性の尊重を促進する鍵であることを認める。さらに、こうした教育が正義と平等という民主

的価値の促進、宣伝および保護における決定的要素であり、人種主義、人種差別、外国人排斥および関

連のある不寛容の流布を予防し闘うのに必要であることを再確認する。

96　平等教育、非識字の根絶、すべての者の無償初等教育へのアクセスは、より包容的社会、公平、諸

国・人民・集団・個人の間の安定した調和関係と友好、平和の文化に貢献し、相互理解・連帯・社会正

義・すべての者のすべての人権の尊重を促進することを認める。

97　教育の権利と人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容との闘いの間の結合、およ

び、人権教育や文化的多様性に敏感でこれを尊重する教育、とくに子どもと若者の教育が、すべての形

態の不寛容と差別の予防と撤廃に重要な役割を有することを強調する。

国家、地域、国際レベルの効果的な救済、回復、是正、補償その他の措置

98　過去の悲劇を包括的かつ客観的に認識できるようにするために、古代から最近の過去までの人類史

の事実と真実を教えること、ならびに人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の歴史、

原因、性質と結果の事実と真実を教えることの重要性と必要性を強調する。

99　奴隷制、奴隷取引、大西洋越え奴隷取引、アパルトヘイト、植民地主義およびジェノサイドがもた

らした大規模な人間の苦痛と無数の男性、女性および子どもたちの苦境を認め、深く残念に思い、過去

の悲劇の犠牲者の記憶に敬意を捧げ、それらがいつどこで起きたものであれ、それらが非難されねばな

らず、再発が予防されねばならないことを確認するよう関連する各国に呼びかける。これらの慣行や組

織が、政治的、社会経済的、文化的に、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容をも

たらしてきたことを残念に思う。



１００　奴隷制、奴隷取引、大西洋越え奴隷取引、アパルトヘイト、ジェノサイドおよび過去の悲劇の

結果として無数の男性、女性および子どもたちに加えられた語られざる苦痛と害悪を認め、深く残念に

思う。さらに、犯された重大かつ大規模侵害について進んで謝罪をしてきた国家や、適切な場合には、

補償を支払った国家があることに留意する。

１０１　歴史の暗い章を閉じて、和解と癒しの手段として、国際社会とその構成員がこれらの悲劇の犠

牲者の記憶に敬意を捧げるよう勧める。さらに、進んで、残念に思う、遺憾の意を表明する、または謝

罪を表明するとしてきた国家があることに留意し、被害者の尊厳を回復しようとしていないすべての諸

国に、そのための適切な方法を見いだすよう呼びかけ、それを行った諸国に感謝する。

１０２　関連するすべての国家に道義的義務のあることを認め、それらの慣行の結果が継続しているの

を停止し、逆転させるために適切で効果的な措置を講じるよう呼びかける。

１０３　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の過去と現代的形態の結果が、世界

の平和と安全、世界の多くの人民、とくにアフリカ人、アフリカ系人民、アジア系人民および先住民族

の人間の尊厳、人権と基本的自由の実現にとって重大な挑戦となっていることを認める。

１０４　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容により引き起こされた人権侵害の犠

牲者が、社会的、文化的、経済的に被害を受けやすい状況に照らして、そうた差別の結果として受けた

損害について公正で十分な補償や満足を求める権利を含めて、適切な場合の法律扶助、そして効果的か

つ適切な保護や救済を含む司法へのアクセスをもつことを、多くの国際人権文書と地域人権文書、なか

でも世界人権宣言と人種差別撤廃条約に示されているように、保証されるべきことを強く再確認する。

１０５　「ミレニアム宣言」で提示された諸原則、および、われわれには人間の尊厳、平等、公平の諸

原則を支持し、グローバル化が世界の人民すべての肯定的な力となるよう確保する集団的責任があるこ

との承認に従って、国際社会は、発展途上国をグローバル経済に有利に統合し、その周縁化を抑止し、

経済成長と持続可能な発展を促進し、貧困、不平等および損失を根絶することにみずから関与する。

１０６　いつどこで起きたものであれ、過去の犯罪や悪事を想起し、人種主義的悲劇を明白に非難し、

歴史の真実を語ることが、国際的な和解、ならびに、正義、平等および連帯に基づく社会の創造にとっ

て必須の要素であることを強調する。

人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容との闘いにおける国際協力、および国連その



他の国際メカニズムの拡大を含めた効果的な平等を達成するための戦略

１０７　国家、地域および国際レベルで戦略、計画、政策、および、特別な積極的措置を含む適切な立

法を立案し、促進し、履行し、平等な社会発展を進め、政治・司法・行政制度へのより効果的なアクセ

スを通じて人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の犠牲者すべての市民・政治・経

済・社会・文化的権利を実現し、ならびに、司法への効果的なアクセスを促進し、発展、科学および技

術の利便性が、差別なしに、すべての者の生活の平等の改善に効果的となることを保証する必要を強調

する。

１０８　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の犠牲者が社会に完全に統合される

ことを促進するために特別な措置や積極的な行為が必要であることを認める。社会的措置などの効果的

な行為のための手段は、社会のすべてのセクターのすべての人種、文化、言語、宗教集団の平等の参加

を奨励し、すべての者に平等の基礎を提供するための権利の享受と特別な措置の導入を損なうような状

況を是正することを目的とするべきである。それらの措置には、教育制度、住居、政党、議会、雇用、

とりわけ司法、警察、軍隊その他の社会サービスにおいて、適切な代表を達成する措置が含まれるべき

であり、選挙制度改革、土地改革および平等参加のためのキャンペーンが含まれる場合もある。

１０９　以下のことを促進する国際協調の重要性を想起する。(ａ)人種主義、人種差別、外国人排斥およ

び関連のある不寛容との闘い、(ｂ)これらの慣行を禁止した国際条約と国際文書の各国による効果的な実

施、(ｃ)この点に関する国際憲章の目的、(ｄ)一九九二年にリオデジャネイロで開催された「国連環境会

議」、一九九三年にウィーンで開催された「世界人権会議」、一九九四年にカイロで開催された「人口と

発展国際会議」、一九九五年にコペンハーゲンで開催された「社会発展のための世界サミット」、一九九

五年に北京で開催された「第四回世界女性会議」、一九九六年にイスタンブールで開催された「国連人間

居住会議（ハビタット）」、一九九六年にローマで開催された「世界食糧サミット」で設定された目標の

達成。そして、これらの目標が人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害者すべ

てを公平に包み込むことを確保すること。

１１０　世界中の人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容との闘いにおける諸国家、

関連国際機関、地域機関、国際金融機関、ＮＧＯ、諸個人の間の協力の重要性、および、その闘いの成

功にはこれらの差別の被害者の不満、意見および要求をとくに考慮する必要があることを認める。

１１１　世界のさまざまな地域の難民と避難民への財政援助などの国際的対応と政策は、その難民や避

難民の人種、皮膚の色、門地（世系）、ナショナルまたはエスニックな出身に基づく差別に基礎を置くも



のであってはならないことを強調し、この点では、国際社会に、出身国、とりわけ発展途上や移行期に

ある受け入れ国に公平な基礎で適切な援助を提供するよう求める。

１１２　一九九三年一二月二〇日の国連総会決議４８／１３４に附属した「人権の促進と保護のための

国家機関の地位に関する諸原則」に合致する独立の国内人権機関、および、オンブズマン制度などの人

権の促進と保護のために法によって設立されたその他の関連特別機関が、人種主義、人種差別、外国人

排斥および関連のある不寛容に対する闘いにおいて、ならびに、民主主義的価値と法の支配の促進のた

めに、重要であることを認める。適切であれば、そうした機関を設立するよう各国に奨励し、促進、保

護および予防の任務に取り組んでいる諸国の政府や社会一般に、これらの機関の独立性を尊重しつつ、

可能なかぎり協力するよう呼びかける。

１１３　国内人権機関の地域連合などの関連地域機関が、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連

のある不寛容との闘いに重要な役割を果たしうること、これらの機関が地域レベルで不寛容と差別を監

視し意識を高めるのに果たしうる鍵の役割を認め、これらの機関が存在する場合にはこれを支援し、こ

れらの機関の設立を奨励することを再確認する。

１１４　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容との闘いにおいて、議会には、適切

な立法を行い、その実施を監督し、必要な財政資源を配分する最高の役割があることを認める。

１１５　訓練と発展計画の立案と実施における関連社会パートナーとその他のＮＧＯの重要性を強調す

る。

１１６　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に対する闘いにおいて、市民社会が

もつ基本的役割を認める。それはとくに、国家がこれらの形態の差別に対する措置と活動、フォローア

ップを行うために規則や方策を策定することを援助することである。

１１７　社会における異なった集団の間の尊重と信頼を大きく促進することが、政府組織・政治指導者・

草の根組織・市民が共有する責任、しかし、それぞれ異なった責任でなければならないことを認める。

市民社会は、公益を促進すること、とくに人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と

闘うことで重要な役割を果たすことを強調する。

１１８　人権教育を促進し、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容についての認識

を高めるのにＮＧＯが果たす触媒としての役割を歓迎する。ＮＧＯは、その国別の経験、地域の経験お



よび国際的経験に基づいて、国連の関連機関においてこうした問題についての認識を高めるのにも重要

な役割を果たすことができる。ＮＧＯが直面している困難を心にとめて、人権ＮＧＯ、とくに人種主義

に反対するＮＧＯが、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と闘うのに効果的な機

能を果たすのに助けとなるような雰囲気を醸成することを、われわれは引き受ける。人種主義に反対す

るＮＧＯなどの人権ＮＧＯが世界の多くの地域において不安定な状況にあることを認める。われわれの

国際的義務を実行し、およびＮＧＯの効果的な機能に対する不法な障壁を取り除くという公約を表明す

る。

１１９　本世界会議のフォローアップへのＮＧＯの完全な参加を奨励する。

１２０　国際的および国内的な情報交換と対話、および若者の間のグローバル・ネットワークの発展が、

文化間の理解と尊重を構築するのに重要かつ基本的要素であり、人種主義、人種差別、外国人排斥およ

び関連のある不寛容の廃止に役立つであろうと認める。

１２１　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と闘うための、前向きの国家戦略、

地域戦略および国際戦略の発展と政策に若者を参画させることの有用性を強調する。

１２２　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の全体的廃止のためのわれわれのグ

ローバルな運動が着手され、行動計画に含まれた諸勧告が連帯と国際協調の精神で果たされ、国連憲章

および関連する国際文書の目的と原則によって奨励されることを確認する。これらの勧告は、過去、現

在および未来を考慮して、建設的かつ前向きのアプローチでなされるものである。これらの戦略、政策、

計画および行動の策定と実現は、効果的かつ迅速に実現されるべきであり、国家レベル、地域レベルお

よび国際的レベルの市民社会の完全な関与のもとに、すべての国家の責任であることを認める。

　

行動計画

　宣言の目的を実際的で実行可能な行動計画に置き換える緊急の必要性を認識し、人種主義、人種差別、

外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議は、

I　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の源泉、原因、形態、現代的現象



１　国家に、国内努力において、そして他の国家、地域や国際組織および金融機関と協力しながら、と

くに人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害者が多く住む地域の貧困を撲滅す

るために、それらの影響を受けているコミュニティと協議しながら、公共および民間の投資の利用を促

進するよう求める。

２　国家に、奴隷化および奴隷類似慣行の現代的諸形態を終わらせるために必要で適切な措置をすべて

とり、それらから生じた問題や被害を是正するために、国家間の建設的対話を開始し、措置を実施する

よう求める。

II　人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害者

被害者―一般

３　国家に、ＨＩＶ／ＡＩＤＳのような流行病の感染者あるいは感染者と見なされた人種主義、人種差

別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害者の人権を促進し保護する国内機構を強化し、予防措置、

医薬や治療への適切なアクセス、教育プログラム、研修およびマスメディアによる情報発信を含む具体

的措置をとり、暴力、烙印づけ、差別、失業ほかこれら流行病から生じる否定的な影響を排除するよう、

国内で、そして他の国家や関連する地域および国際組織やプログラムと協力しながら活動することを求

める。

アフリカ人およびアフリカ系人民

４　国家に、アフリカ系人民による政治、経済、社会および文化の全側面での参加および国の進歩と経

済的発展への参加を容易にし、アフリカ系人民のもつ遺産および文化のよりよい理解と尊重を促進する

よう求める。

５　国家に、適宜国際協力の支援を受け、主としてアフリカ系人民で構成されるコミュニティにおける

医療制度、教育、公衆衛生、電気、飲料水そして環境管理、ならびにその他のアファーマティブ・アク

ション（積極的差別是正措置）の取り組みに、追加の投資を積極的に集中させることを考慮するよう要

請する。

６　国連、国際金融・開発機関、そしてその他の適切な国際機構に、アフリカ人およびアメリカをはじ

めとした世界中のアフリカ系人民に向けた能力構築プログラムを発展させるよう要求する。



７　人権委員会に、アフリカ系人民が離散した先の土地で直面している人種差別の問題を調査し、アフ

リカ系人民に対する人種差別の撤廃に向けた提案を行う国連の作業部会その他の機構を設置することを

考慮するよう要請する。

８　国連の金融・開発機関や事業プログラムあるいは専門機関に、それぞれの通常予算と理事会の手続

きに従って、以下のことを行うよう求める。

（ａ）とくに具体的な行動計画の準備において、発展途上国にいるアフリカ人およびアフリカ系人民の

ニーズに特別な注意を傾けながら、それぞれの権能および予算の枠内において、アフリカ人およびアフ

リカ系人民の状況を改善することに特別な優先権を与え、十分な資金を割り当てること。

（ｂ）適切な手続きを通じて、そしてアフリカ人およびアフリカ系人民との協力のもとで、彼ら／彼女

らのコミュニティレベルでの取り組みを支援し、これら人びととこれら分野の専門家との間の情報およ

び技術的ノウハウの交換を促進する特別プロジェクトを実施すること。

（ｃ）追加の投資を医療制度、教育、住居、電気、飲料水および環境保全の措置に割り当て、雇用にお

ける機会均等、ならびにその他のアファーマティブ・アクションの取り組みを促進させることを意図し

たアフリカ系人民に向けたプログラムを発展させること。

９　国家に、人種主義がアフリカ系の女性および若い男性にとくに深刻な影響を及ぼし、より疎外され

た不利な状況に追い込んでいることを考え、彼ら／彼女らに利益となる公的な措置および政策を増やす

よう要請する。

10　国家に、アフリカ人およびアフリカ系人民、とりわけ女性と子どもたちに教育へのアクセスを保証

し、地域社会における教育、技術発展および遠距離学習のための十分な資源を提供するような新しい技

術へのアクセスを促進するよう求め、さらに、アフリカ人およびアフリカ系人民の歴史と貢献を教育カ

リキュラムに最大限かつ正確に含むことを促進するよう求める。

11　国家に、公共サービスを含む公的部門のあらゆるレベル、とりわけ司法の運営において、アフリカ

系人民の平等なアクセスや公平な参加を疎外する要因を特定し、特定した障害を取り除く適切な措置を

とるよう奨励し、また、民間部門には、それぞれの組織内のあらゆるレベルで、アフリカ系人民への平

等なアクセスと公平な参加を促進するよう奨励する。

12　国家に、すべての個人、とりわけアフリカ系人民の司法制度への十分で効果的なアクセスを保証す

る具体的手段をとるよう要求する。



13　国家に、国際人権基準とそれぞれの国内法の枠組みに従って、アフリカ系人民によって世代を越え

て受け継がれてきた土地の所有権の問題を解決し、彼ら／彼女らの文化と独自の意思決定の形態を尊重

しながら、これらコミュニティの土地の生産的な利用と包括的な開発を促進するよう求める。

14　国家に、多数のアフリカ系人民が経験している宗教的偏見と不寛容のとりわけ厳しい問題を認識し、

その他の形態の差別と一緒になった場合には複合差別の形態となるような宗教と信条に基づくすべての

差別を防止し撤廃するよう計画した政策と措置を実施するよう求める。

先住民族

15　国家に、以下のことを行うよう求める。

（ａ）先住民族の権利の享有を促進、保護および保証する憲法、行政、立法、司法上の措置、およびす

べての必要な措置を、先住民族と協調しながら採用あるいは継続して実施するとともに、社会のすべて

の領域において、とくに彼ら／彼女らの利益に影響を及ぼしたり関係するような問題において、平等、

非差別、そして完全で自由な参加を基盤に、彼ら／彼女らの人権および基本的自由の行使を保証するこ

と。

（ｂ）先住民の文化と遺産のよりよい理解と尊重を促進すること。それに関して国家がすでにとってい

る措置を歓迎する。

16　国家に、先住民族と協力し、適宜、先住民族による企業の設立、取得あるいは拡大を通して、また

研修や技術支援の提供、貸付金の便宜などの措置の実施を通して、先住民族の経済活動へのアクセスを

刺激し、彼ら／彼女らの雇用のレベルを高めるよう求める。

17　国家に、先住民族と協力し、彼ら／彼女らのコミュニティの発展につながる研修やサービスへのア

クセスを提供するプログラムを確立し、実施するよう求める。

18　国家に、先住民族の女性および少女のために、彼女らと協調して、彼女らの市民的、政治的、経済

的、社会的および文化的権利を促進し、ジェンダーとエスニシティーによる彼女らの不利な状況に終止

符を打ち、教育、肉体的・精神的健康、経済生活において、そしてドメスティック・バイオレンスを含

む彼女らへの暴力の問題において彼女らに影響を及ぼしている緊急の問題に対処し、先住民族の女性お

よび少女が人種とジェンダー差別の複合した理由により受けている一層悪化した差別の状況を取り除く

目的で、公共政策を策定し、プログラムを促進するよう要請する。



19　国家に、暗示的、明示的あるいは内在的であるかのいかんにかかわらず、先住民族および先住民個

人に向けられた人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容を認識し根絶するために、適

切な国際人権文書、国際人権の規範および基準に従って、自国の憲法、法律、法制度および政策を吟味

するよう勧告する。

20　先住民族との条約や協定を重視し、尊重し、それらを正当に認識して遵守するよう、関係する国家

に要求する。

21　先住民族が世界会議における独自のフォーラムで出した勧告を、十分かつ適切に考慮するよう、国

家に要求する。

22　国家に、以下のことを行うよう要請する。

（ａ）先住民族に関して本行動計画にて合意された目標と措置の達成を促進する制度的機構を構築する

か、すでに存在している場合はそれらを支持すること。

（ｂ）先住民族団体、地方当局およびＮＧＯと協力して、先住民族に対する人種主義、人種差別、外国

人排斥および関連のある不寛容を克服することを目指した行動を促進し、この点において達成状況を定

期的に評価すること。

（ｃ）先住民族が直面している不利な状況を克服するための特別措置の重要性を社会全体が理解するよ

う促進すること。

（ｄ）先住民族に直接影響を及ぼす政策や措置に関する意思決定のプロセスにおいて、先住民族の代表

と協議を行うこと。

23　国家に、都市に住む先住民族および個人が直面している特殊な克服課題を認識するよう求め、そし

て彼ら／彼女らが伝統的、文化的、言語的、精神的な生活習慣を継続して実践する機会をもつことに特

別な注意を払いつつ、先住民族が遭遇する人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容を

なくすために、効果的な方策を実施するよう要求する。

移住者

24　すべての国家に、移住者に対する一般化された拒絶現象と闘い、外国人排斥の行動や移住者に対す

る拒絶、否定的感情を生み出すすべての人種主義的なデモンストレーションや行動を積極的に防止する

ことを要請する。



25　国際ＮＧＯおよび国内ＮＧＯに、そのプログラムと活動に移住者の人権の監視・保護を含め、移住

者に対する人種主義的な行動や差別の現象、外国人排斥および関連ある不寛容を防止する必要性に関し

て、政府の意識を高め、すべての国家の人びとの認識を高めることを勧める。

26　国家に、移住者の在留資格にかかわらず、世界人権宣言および国際人権文書の義務に従って、すべ

ての移住者の人権と基本的自由を完全かつ実効的に促進・保護することを要請する。

27　国家に、移住者の人権に関する教育を促進し、移住者の受け入れ社会に対する積極的な貢献や、と

くに非正規状態にある移住者の弱い立場を含めて、移住者や移民問題に関して公衆が正確な情報を受け

取ることを確保するような情報キャンペーンを行うことを奨励する。

28　国家に、多くの家族構成員が独立した地位を得たいと願っている事実に相応の注意を払い、移住者

の統合にプラスの影響をもたらすような迅速かつ効果的な方法による家族再結合を促進するよう要求す

る。

29　国家に、職場における人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容をなくす具体的な

対策をとり、万人が労働法を含めて法のもとで完全に平等であるよう保証するよう求め、さらに国家に、

職業訓練、団体交渉、雇用、契約、労働組合活動への参加、不当行為を処理する司法・行政裁判所への

アクセス、居住国内の異なる場所での求職活動、そして安全かつ健康を守れる条件での労働について、

適宜、障壁をなくすよう求める。

30　国家に、以下のことを行うよう求める。

（ａ）移住者と受け入れ社会の間の共生と寛容を育むために、多くの社会に蔓延する個人・集団による

暴力行為を含めた人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の現象を根絶することを目

的として、政策と行動計画を立案・実施し、予防的措置を強化・実施すること。

（ｂ）人種差別的でなく国際人権法のもとでの国家の義務に合致するように、出入国管理法、政策や慣

行を、必要に応じて見直し、改正すること。

（ｃ）文化的多様性の尊重を促進し、移住者を公平に処遇し、社会、文化、政治、経済的生活への統合

を促進するようなプログラムを適宜発展させるために、移住者と受け入れ社会を巻き込んだ特別な措置

を実行すること。

（ｄ）とくに取調べに際して、関連する国際法規範や国際人権基準に従って、在留資格のいかんにかか

わらず、公的機関に拘束された移住者が人道的かつ公平に扱われ、効果的な法的保護を受け、能力のあ



る通訳の援助を適宜受けられるよう保証すること。

（ｅ）とくに行政官、警察官、入管職員その他関係者のために、特別な研修コースを準備することを通

じて、警察や入管当局が国際基準に従い移住者の尊厳を守り彼ら／彼女らを差別なく取り扱うことを確

かなものにすること。

（ｆ）新たに居住する国家への移住者の貢献を最大化するために、移住者の教育的・職業的・技術的資

格の認識をいかに促進するかという問題を認識すること。

（ｇ）公平な賃金や例外のない同一価値労働同一賃金に関する権利や、失業、病気、障碍、配偶者の死

亡、高齢化など不可抗力による生活不能の場合の保障、さらに社会保険、教育アクセス、ヘルスケア、

社会的サービスを含む社会保障を受ける権利、そして文化的アイデンティティの尊重を含めて、すべて

の移住者がすべての人権を十分に享有することを促進するためのあらゆる可能な措置をとること。

（ｈ）配偶者間の暴力もしくはドメスティック・バイオレンスの犠牲者となっているとくに女性と子ど

もの移住者が、虐待を受けるような関係から逃れられるような入管政策およびプログラムの策定・実施

を考慮すること。

31　女性移住者の比率が増加していることを受けて、とくに女性移住者が直面するさまざまな障壁が重

なる場合に、性差別を含むジェンダー問題にとくに焦点を当てるよう国家に求める。女性移住者に対し

て蔓延する人権侵害に関してのみならず、出身国と移民先の国の経済に対する貢献についても詳細な調

査を行い、そこでの知見が条約機関への報告に含まれるべきである。

32　国家に、正規滞在の長期移住者に対して、経済的な機会と責任を、社会の他の構成員と同等に認め

るよう求める。

33　移住者の受け入れ国に、国連機関、地域機関、国際金融機関と協力して、とくに保健、教育、適切

な住居の分野での十分な社会的サービスの提供を優先課題として考慮することを勧告し、また、これら

の機関に、こうしたサービスの要求に十分対応するよう勧告する。

難　民

34　国家に、難民、難民申請者、避難民に関する国際人権法、難民法および人道法のもとで負っている

義務に従うよう求め、国際社会には、責任の分担のための国際連帯、負担の共有、国際協力の原則に従

い、公平な方法で、また世界のさまざまな地域にいる彼ら／彼女らのそれぞれのニーズに相応の配慮を

して保護と援助を提供するよう求める。



35　国家に、難民が受け入れ国の社会の生活に参加しようと努力するなかで直面するかもしれない人種

主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容を認識するように要求し、その国際義務とコミッ

トメントに従って、この差別を解決するための方策を打ちたて、難民の権利の十分な享有を促進するよ

う奨励する。締約国は、難民に関するすべての措置が、「難民の地位に関する条約」（一九五一年）とそ

の議定書（一九六七年）と完全に一致することを確保するべきである。

36　国家に、難民および国内避難民の女性および少女を暴力から保護する実効的手段をとり、そのよう

な人権侵害はすべて調査し、適宜、能力のある関連組織と協力して、責任者を裁判にかけるよう求める。

その他の被害者

37　すべての人がいかなる差別もなく公的に登録され、法的な身分証明に必要な文書にアクセスをもち、

利用可能な法的手続き、救済および発展の機会から利益を得ること、ならびに人身売買の発生を軽減す

ることを確かにするために、あらゆる可能な措置をとるよう、国家に求める。

38　人身売買の被害者が、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容にとくにさらされ

ていることを認識する。国家は、人身売買に対するすべての措置、とりわけ人身売買の被害者に影響を

及ぼすような措置が人種差別の禁止や適切な法的救済の利用可能性を含む国際的に認識された非差別の

原則と一致していることを確保しなくてはならない。

39　国家に、ロマ／ジプシー／シンティ／トラベラーの子どもおよび若者、とりわけ少女に、教育への

平等なアクセスが与えられること、そして、なかでも彼ら／彼女らが就学前に公用語を学ぶ機会を与え

る可能性をもち、そのような子どもや若者が母語を学ぶことができるようロマの教員や補助教員を雇用

する異文化間教育の補足的プログラムを含めて、あらゆるレベルの教育カリキュラムが、彼ら／彼女ら

のニーズに敏感に対応することを確保するよう要求する。

40　国家に、ロマ／ジプシー／シンティ／トラベラーのニーズが満たされるよう、彼ら／彼女らに対す

る差別を根絶し、平等を実現し、彼ら／彼女らのすべての人権の十分な享有を保証するために、ロマの

場合について人種差別撤廃委員会の一般的勧告 27 で勧告されているように、彼ら／彼女らの代表と協力

しながら、適切で具体的な政策と措置がまだ存在しない場合はそれらを策定し、実施のメカニズムを確

立し、経験を交流するよう奨励する。

41　政府間組織に、さまざまな国家との協力プロジェクトあるいは支援プロジェクトにおいて、ロマ／



ジプシー／シンティ／トラベラーの状況に適宜対処し、彼ら／彼女らの経済的、社会的そして文化的進

歩を促進するよう勧告する。

42　ロマ／ジプシー／シンティ／トラベラーが経験している人種主義、人種差別、外国人排斥および関

連のある不寛容に関する関心を呼び起こし、彼ら／彼女らの文化および歴史の理解と尊重を促進するこ

とを、国家に求め、ＮＧＯに奨励する。

43　ロマ／ジプシー／シンティ／トラベラーのメディアへの平等なアクセスと参加を促進し、同様に、

彼ら／彼女らを人種主義的で差別的な紋切り型のメディア報道から保護するようメディアに奨励し、こ

の点におけるメディアの努力を促進するよう国家に求める。

44　国家に、ロマ／ジプシー／シンティ／トラベラーとの協議のもとで確認された課題をふまえ、社会

における彼ら／彼女らの地位をできるかぎり正確に反映した信頼できる統計データに基づいて、人種主

義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と闘うための政策を策定することを勧める。そのよ

うな情報は、すべて、データ保護規則やプライバシー保護などの人権および基本的自由に関する規定に

従い、関係する人びとと協議しながら収集しなくてはならない。

45　国家に、アジア系人民に対する人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の問題に

取り組むよう奨励し、そして、そのような人びとが経済的、社会的、文化的および政治的生活において

直面する参加の障壁を取り除くために必要なすべての措置をとるよう奨励する。

46　国家に、ナショナルあるいはエスニック・マイノリティや宗教的および言語的マイノリティに属す

る人びとが、いかなる差別もなく、また法の前に完全に平等で、すべての権利と基本的自由を全面的か

つ有効に行使できることを管轄内で保証するよう求め、また、国家および国際社会に、そうした人びと

の権利を促進・保護するよう求める。

47　国家に、ナショナルあるいはエスニック・マイノリティや宗教的および言語的マイノリティに属す

る人びとが受けている、あるいは受けているかもしれないあらゆる形態の人種主義、人種差別、外国人

排斥および関連のある不寛容から彼ら／彼女らを保護するために、彼ら／彼女らがそれぞれ個別に、あ

るいはその集団の他の構成員と共にそのコミュニティにおいて私的および公的空間で自由に妨害なく独

自の文化を楽しみ、独自の宗教を信仰し、独自の言語を使用する権利と、彼ら／彼女らが住む国の文化

的、社会的、経済的および政治的生活に効果的に参加する権利を保障するよう求める。



48　差別、周縁化および社会的排除が、数の上でマイノリティである状況のなかで暮らす国内の多くの

人種集団に与えてきた、および与え続けている影響を認識し、そのような集団に属する人がそのような

集団の個人構成員として区別なく法のもとでの完全な平等のもと、すべての人権と基本的自由を全面的

かつ有効に行使できるよう保証し、適用可能な場合は、人種差別を防ぐという目的で、雇用、住居そし

て教育において適切な措置をとるよう国家に求める。

49　国家に、雇用、住居、社会サービスおよび教育において、ナショナルあるいはエスニック・マイノ

リティや宗教的および言語的マイノリティに属する人びとに対する人種差別を防止するための適切な措

置を適宜とるよう求める。この文脈において、複合差別の形態を考慮に入れるべきである。

50　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に対するすべての行動計画においてジェ

ンダーの視点を取り入れ、とりわけ先住民女性、アフリカ人女性、アジア人女性、アフリカ系女性、ア

ジア系女性、女性移住者、その他不利を被っている集団の女性に課せられているそのような差別の重荷

を考慮し、彼女らがコミュニティの経済的および生産的発展に参加することを促進する手段として、生

産資源へのアクセスを男性と平等に保証するよう、国家に求める。

51　女性、とりわけ人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害者を、そのような

差別の根絶に向けて取り組むなかでの意思決定にすべてのレベルで巻き込み、世界会議の行動計画およ

び国内行動計画のすべての側面、とりわけ雇用プログラム、サービスおよび資源の割り当ての領域で人

種／ジェンダー分析を取り入れた具体的措置を策定するよう、国家に求める。

52　貧困は経済的および社会的地位を形成し、効果的な政治的参加に対する障害を女性と男性とで異な

る形、異なる程度に生じさせるということを認識し、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のあ

る不寛容の被害者である個人あるいは集団の利益になるように立案され実施されている措置を含め、す

べての経済的・社会的政策およびプログラム、とりわけ貧困撲滅の措置において、ジェンダー分析を行

うよう国家に求める。

53　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害者である女性および少女が、公的

および私的生活のすべての空間で彼女らの権利を十分に行使できるようエンパワーし、あらゆるレベル

での意思決定、とりわけ女性たちの生活に影響を及ぼす政策と措置の立案、実施および評価に、彼女ら

の十分で平等で効果的な参加を保証するよう国家に求め、社会のすべての部門に奨励する。

54　以下のことを行うよう、国家に求める。



（ａ）時には国家の黙認あるいは煽動を伴いながら、戦争の武器として組織的に使われてきた性暴力は、

国際人道法の深刻な違反であり、一定の状況では、人道に対する罪および／あるいは戦争犯罪を成すこ

と、そして、人種とジェンダーに基づく差別の交差は、とりわけ女性と子どもを人種主義、人種差別、

外国人排斥および関連のある不寛容とたびたび関係するこの種の暴力に無防備にしていることを認識す

ること。

（ｂ）不処罰を終わらせ、人道に対する罪、および女性や少女に対する性暴力その他のジェンダーに基

づく暴力に関する犯罪を含む戦争犯罪に責任のある者を訴追し、同様に、それらを犯したり、命令した

り、勧誘したり、誘導したり、ほう助したり、教唆したり、援助したり、何らかの形で犯行もしくは犯

行の未遂に加担した責任を負う当局の人間を特定し、捜査し、起訴し、処罰することを確保すること。

55　国家は、必要な場合は国際組織と協力し、子どもの最善の利益を第一の考慮事項として、とくに人

種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に無防備な状況にある子どもたちに保護を提供

し、関連する政策、方策およびプログラムを立案する際に、そうした子どもたちの状況に特別な注意を

払うよう要請する。

56　国家は、自国の国内法および関連する国際文書のもとでの履行義務に従い、すべての子どもたちが

権利と基本的自由を行使できるようにするために、利用できる資源を最大限使ってすべての措置をとり、

即時の出生登録に対する平等な権利を差別なく保障するよう求める。国家は、国籍に関して、男性と平

等な権利を女性に与えなくてはならない。

57　障碍をもつ人びともまた人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容にさらされてお

り、彼ら／彼女らの状況に対処するよう、国家、国際組織および地域組織に求め、ＮＧＯおよび民間部

門に奨励する。また、障碍をもつ人びとのすべての人権の十分な享有を保証し、生活のあらゆる領域へ

の彼ら／彼女らの十分な統合を促進するために必要な措置をとるよう国家に求める。

III　国家、地域、国際レベルで人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の根絶を目指

した予防・教育・保護の措置

58　国および国際の両レベルで、すでにある差別禁止の国内法および関連する国際文書と機構に加え、

すべての市民と機関に人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する立場をとる

ような効果的な施策と政策を採択・実施し、政府当局が国際的なＮＧＯや市民社会のその他の部門とパ

ートナーシップを組んで活動するようなプログラムを含み、とりわけ文化的多様性の利益の認識と理解

を高めるための情報公開や教育プログラムを通して、地域社会の間および国民の間に正義、平等と反差



別、民主主義、公正と友情、寛容と尊重などの価値と原則を実践して促進することで、調和のとれた生

産的未来の建設に向けた共同作業における全国民の間の多様性の利益を認識して尊重し、最大限に活用

するよう、国家に求める。

59　国家に、あらゆるレベルでの人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の根絶に向

けた予防、教育そして保護の措置の立案および策定の流れの中心に、ジェンダーの視点を取り入れ、そ

れにより女性と男性の異なる状況に効果的に照準を合わせるよう保証することを求める。

60　国家に、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害者である個人あるいは集

団のニーズと経験を考慮に入れた貧困撲滅および社会的排除の軽減のための国内プログラムを、適宜採

用あるいは強化するよう求め、それらプログラムの実施において、二国間および地域・国際レベルの協

力を培うためにさらなる努力を行うよう求める。

61　国家に、それぞれの政治および法制度に社会のなかの多文化多様性を反映させるよう保証し、必要

ならば、それらがより完全な参加型となり、社会の特定の分野の周縁化、排除および差別を回避できる

ように、民主的制度を改善するよう求める。

62　国家に、政策およびプログラムを通じて、とりわけ女性および少女に対する人種主義と人種により

動機づけられた暴力に取り組むためにすべての必要な措置をとり、協力、政策対応、国内法ならびに関

連する国際文書のもとでの義務、およびあらゆる形態の人種により動機づけられた差別と女性および少

女に対する暴力の撤廃に向けたその他の保護的および予防的措置の効果的な実施を増強するよう求める。

63　経済界、とりわけ観光業界とインターネット・プロバイダーに、人身売買を防止し、そのような売

買、とくに売買春における被害者をジェンダーに基づく差別および人種差別から保護し、彼女らの権利、

尊厳および安全を促進する目的で、行動規範を策定するよう奨励する。

64　国家に、立法措置、防止キャンペーンおよび情報交換を含む包括的な反人身売買戦略を通じた女性

および子ども、とりわけ少女のあらゆる形態の人身売買を防止、根絶および撤廃するための効果的措置

を、国、地域および国際レベルで策定し、実施し、強化するよう求める。また、適切に資源を配分して、

被害者の癒し、社会への再統合および社会復帰のために彼ら／彼女らを支援して保護することを目的と

した包括的なプログラムを提供するよう国家に求める。それに関して国家は、法執行、入国管理および

人身売買の被害者を扱うその他関連する職員への研修を提供あるいは強化しなくてはならない。



65　国連の組織、関連のある機関およびプログラム、そして国家に、「国内避難民に関する指導原則

（E/CN.4/1998/53/Add.2）」、とりわけ非差別に関する条項を促進および活用することを奨励する。

Ａ　国内レベル

１　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容を防止し、それらから保護するための立

法、司法、規制、行政およびその他の措置

66　国家に、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容について、ジェンダーに基づく

それらの現象を含み、それらと闘う国内政策および行動計画を策定し、遅滞なく実施するよう求める。

67　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害者である外国人労働者を含む特定

の労働者集団が経験する深刻な状況に対する効果的な立法および行政政策、ならびにその他の予防的措

置を立案するか強化し、促進して実施するよう、国家に求める。家事労働に従事する人びとおよび人身

売買された人びとを差別と暴力から保護し、また、彼ら／彼女らに対する先入観をなくすことにも特別

な注意を払うべきである。

68　「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」（人種差別撤廃条約）のもとでの義務に従い、

留保がその条約の趣旨および目的に反しないことを保証しつつ、特別かつ明確に人種差別に対抗し、あ

らゆる公的生活の空間で直接的・間接的のいかんを問わず、人種差別、外国人排斥および関連のある不

寛容を禁止する国内法および行政措置を採択して実施あるいは強化するよう、国家に求める。

69　債務労働、奴隷制、性搾取あるいは労働搾取など、人間の生命を脅かしたりさまざまな種類の強制

労働や搾取につながる慣行を考慮に入れて、とりわけ女性や子どもの人身売買および移住者の密輸入に

対する法律を適宜制定および実施するよう、国家に求める。また、そのような慣行と闘い、法執行と被

害者の権利の保護を保証する適正な資源を配分する機構がまだ存在していなければそれを確立させ、人

身売買と移住労働者の密輸入をなくすために、被害者を支援するＮＧＯを含め、二国間、地域および国

際レベルの協力を強化するよう、国家に奨励する。

70　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害者である個人および集団への平等

を促進するために、必要とされるすべての憲法、立法および行政上の措置をとり、そのような形態の差

別を生み出す国内法や行政規定を改正あるいは撤廃する目的で、既存の措置を見直すよう、国家に求め

る。



71　警察官およびその他の法執行官による人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に

動機づけられた職権濫用を予防し、発見し、説明責任を確保する効果的政策やプログラムを立案して全

面的に実施し、そのような職権濫用の犯行者を訴追するよう、国家およびその法執行機関に求める。

72　警察官やその他の法執行官が、程度の差こそあれ、人種、皮膚の色、世系、ナショナルあるいはエ

スニックな出身に基づいて人びとを調査活動の対象にしたり、ある個人が犯罪行為に関与しているかど

うかを判定する慣行の一部となっている、「人種別プロファイリング」として広く知られている現象を撤

廃する効果的措置を立案し導入し施行するよう、国家に求める。

73　遺伝子研究あるいはその応用が、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容を助長

するために用いられることを防止し、個人の遺伝子情報のプライバシーを保護し、そのような情報が差

別的もしくは人種主義的な目的に使用されるのを防ぐ措置をとるよう、国家に求める。

74　以下のことを行うよう国家に求め、ＮＧＯと民間部門に勧める。

（ａ）人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容から自由で質が高く多様な警官隊の形

成を促進する政策を策定・実施し、マイノリティを含むすべての集団を、警察および刑事司法制度内の

その他の機関（検事など）を含む公務員の雇用に積極的に取り入れる。

（ｂ）人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に動機づけられたものを含み、暴力を

以下によって減らす努力をする。

　(i)　若い人びとに寛容と尊重の重要性を教える教材を開発する。

　(ii)　偏見が暴力的な犯罪行為として発現する前に、それに対処する。

　(iii)　とくに地域社会のリーダーと国および地方レベルの法執行官からなる作業グループを組織して、

暴力的な犯罪行為を予防する目的で、地域社会の関与、調整、研修、教育およびデータ収集を改善させ

る。

　(iv)　暴力的な犯罪行為を禁止する市民的権利の法律が確実に施行されるよう保証する。

　(v)　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に動機づけられた暴力に関するデータ

の収集を強化する。

　(vi)　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に動機づけられた暴力事件の被害者へ

の適切な支援と、それらがさらに発生するのを予防するための社会教育を提供する。

人権および非差別に関する国際および地域法制文書の批准と効果的実施



75　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容をなくす国際人権文書の批准あるいは加

盟をまだ行っていない国家に、そうすることを考慮し、とりわけ、二〇〇五年までの全世界的な批准の

ために、緊急課題として人種差別撤廃条約に加盟することを考慮すること、そして、同条約第一四条の

もとで宣言を行いその報告義務に従うことを考慮すること、そして、人種差別撤廃委員会の総括所見を

公表し、それに従って行動することを求める。また、国家に、その条約の目標および目的に反するよう

な留保を撤回し、その他の留保の撤回も考慮するよう求める。

76　国家に、人種差別撤廃委員会の所見および勧告を十分に考慮するよう求める。そのために、国家は、

これら所見や勧告に従うための適切な手段がすべてとられることを保証する適切な国内での監視および

評価の機構を確立することを考慮すべきである。

77　「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」および「市民的及び政治的権利に関する国際

規約」の締約国になっていない国家と、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の選択議定書に加盟

をしていない国家に、そうすることを考慮するように求める。

78　以下の文書を署名・批准あるいは加盟していない国家に、そうすることを検討するよう求める。

（ａ）「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約」（ジェノサイド条約）（一九四八年）

（ｂ）「移民労働者に関する条約」（ＩＬＯ第九七号）（一九四九年改正）

（ｃ）「人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」（人身売買禁止条約）（一九四九年）

（ｄ）「難民の地位に関する条約」（難民条約）（一九五一年）およびその議定書（一九六七年）

（ｅ）「雇用及び職業における差別に関する条約」（ＩＬＯ第一一一号、雇用・職業差別禁止条約）（一九

五八年）

（ｆ）一九六〇年一二月一四日、国連教育科学文化機関（ユネスコ）総会で採択された「教育における

差別を禁止する条約」（教育差別禁止条約）

（ｇ）五年以内の世界的批准を目指しての「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」（女

性差別撤廃条約）（一九七九年）とその選択議定書（一九九九年）

（ｈ）一九八九年の「児童の権利に関する条約」（子どもの権利条約）と二〇〇〇年のその二つの選択議

定書、そして「就業の最低年齢に関する条約」（ＩＬＯ第一三八号）（一九七三年）と「最悪の形態の児

童労働に関する条約」（ＩＬＯ第一八二号）（一九九九年）

（ｉ）「移住労働者に関する条約」（補足条項）（ＩＬＯ第一四三号）（一九七五年）

（ｊ）「独立国における先住民及び種族民に関する条約」（ＩＬＯ第一六九号）（一九八九年）、および「生

物の多様性に関する条約」（一九九二年）

（ｋ）「すべての移住労働者とその家族の権利保護に関する条約」（移住労働者権利条約）（一九九〇年）



（ｌ）「国際刑事裁判所ローマ規程」（一九九八年）

（ｍ）「国連多国間組織犯罪禁止条約」、条約を補足する「女性および子どもを中心にした人身売買を防

止、抑止および処罰するための議定書」、そして、条約を補足する「陸、海、空による移住者密輸禁止議

定書」（二〇〇〇年）

　さらに、これら文書の締約国にそれらを完全に実施するよう求める。

79　他の特定の形態の差別と結びついて複合した形態の差別を構成する宗教的差別を取り除くために、

一九八一年一一月二五日の国連総会決議３６／５５「宗教又は信条に基づくあらゆる形態の不寛容及び

差別の撤廃に関する宣言」（宗教的不寛容撤廃宣言）に明記されている権利の行使を促進して保護するよ

う、国家に要求する。

80　法的地位および在留資格に関係なく、外国籍者が逮捕あるいは拘束された場合に自国の領事館員に

連絡をとる権利にとくに関係しているため、「領事関係に関するウィーン条約」（一九六三年）の十分な

尊重と遵守に努めるよう、国家に求める。

81　とくに労働ビザや労働許可の付与、住居、医療および裁判へのアクセスに関して、人種、皮膚の色、

世系あるいはナショナルまたはエスニックな出身に基づいた外国人および移住労働者に対する差別的処

遇を、適宜禁止するよう、すべての国家に求める。

82　国際レベルでの人権侵害および国際人道法の侵害に対する不処罰は、公正で公平な裁判システム、

ついには調和と安定への深刻な障害となることを留意しつつ、人種主義あるいは外国人排斥の動機によ

る犯罪を含み不処罰をなくすことの重要性を強調する。また、既存の国際刑事法廷の活動と国際刑事裁

判所のローマ規程の批准を全面的に支持する。そしてすべての国家にこれら国際刑事法廷に協力するよ

う求める。

83　国家に、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容をなくすために、「労働における

基本的原則および権利に関するＩＬＯ宣言」（一九九八年）の関連条項を十分に適用すべくあらゆる努力

を払うよう求める。

人種差別行為を犯した者の訴追

84　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に動機づけられた犯罪行為をなくす効果



的措置を採用し、そのような動機が判決を下す上で刑罰加重要因として考慮されるように措置をとり、

それらが不処罰で放置されるのを防止し、そして法による統治を確保するよう国家に求める。

85　刑事訴追、警察による暴力および刑事制裁と、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある

不寛容との間の考えられるつながりについて調査し、そのようなつながりや差別的慣行の根絶に必要な

手段をとるための証拠を得るよう国家に求める。

86　人種憎悪と人種差別を助長するネオファシスト的で暴力的な民族主義的思想、ならびに人種主義的

な外国人排斥の感情の発生を防ぎ、それらに対処する措置を、そのような思想がとりわけ若い人びとに

与える否定的影響をなくすための措置を含み、定型的および非定型的教育、メディアそしてスポーツを

通じて促進するよう国家に求める。

87　とくに非差別の原則に関連して、一九四九年八月一二日のジュネーブ諸条約とその第一追加議定書

およびその他の戦争法規慣例の重大な違反を犯したり、あるいは犯すよう命じた者を訴追および処罰す

るために、受け入れた義務を実施する法律を採用するよう締約国に求める。

88　国家に、あらゆる形態の人身売買、とりわけ女性および子どもの人身売買を刑事犯罪とし、売買業

者および仲介者を非難して処罰し、その一方で人身売買の被害者の人権を十分に尊重しながら、彼ら／

彼女らに対する保護と支援を確保するよう求める。

89　人種主義と人種差別のあらゆる不法行為に対する包括的で徹底的で遅滞のない公平な調査を行い、

適宜、職権で刑事犯罪を訴追するか、人種差別あるいは外国人排斥の性質をもつ違反に対応するすべて

の適切な行動を開始あるいは促進し、人種差別あるいは外国人排斥の性質をもつ違反に対する刑事およ

び民事調査と訴追に高い優先権が与えられ、それらが積極的かつ終始一貫して行われることを保証し、

法廷およびその他すべての司法行政機関において平等な処遇の権利を保障するよう、国家に求める。こ

れに関係して、世界会議は、公正で公平な法の適用を保証するために、刑事司法制度内の機関の職員へ

の意識啓発とトレーニングを提供することの重要性を強調する。この点において、世界会議は、反差別

の監視職務を設置するよう勧告する。

独立し専門化した国内機関の設置および機関による調停の強化

90　一九九三年一二月二〇日の国連総会決議４８／１３４に添付された「人権の促進と保護のための国

内人権機関の地位に関する原則」に準じながら、とりわけ、人種主義、人種差別、外国人排斥および関



連のある不寛容の問題における独立した国内人権機関の実効性を、適宜、確立、強化、見直しおよび補

強し、それら機関に、これらの現象に立ち向かうための調査、研究、教育および公的な啓発活動を行え

る適切な財源、権限および能力を与えるよう、国家に求める。

91　また、以下のことを行うよう国家に求める。

（ａ）これら機関とその他の国内機関との間の協力関係を育てること。

（ｂ）人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害者である集団あるいは個人が、

これら機関に十分に参加できることを保証するような手段をとること。

（ｃ）とくに現行の法律や判例の公表と伝達、さらにその他の国々の機関との協力を通じて、これら差

別慣行の発現、機能および仕組み、そしてそれらを防止し除去し根絶するための方策についての知識が

得られるように、これら機関および類似した組織を支援すること。

２　政策と取り組み

データ収集と細分化、研究および調査

92　国家に、国および地方レベルで信頼できる統計データを収集、編纂、分析、配信および公表して、

人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害者である個人および集団の状況を定期

的に評価するために必要なその他すべての関連のある措置をとるよう求める。

（ａ）そのような統計データは国内法に従って細分化されるべきである。そのような情報のすべては、

被害者のはっきりとした同意によって被害者自身の証明に基づき、データ保護規制やプライバシー保護

などの人権や基本的自由に関する条項に従って収集されなくてはならない。それら情報は誤用されては

ならない。

（ｂ）統計データと情報は、疎外された集団の状況を監視し、人種主義、人種差別、外国人排斥および

関連のある不寛容と闘い、それらを防止することを目指した法律、政策、取り組みその他の措置を策定、

実施、評価する目的をもって、さらには、いずれかの措置が意図せず差別的な影響を被害者に与えない

かどうかを判断する目的をもって収集されるべきである。そのために、情報の収集、加工、使用の過程

においては、自発的で参加型の合意に基づく戦略を発展させるよう勧告する。

（ｃ）社会的経済的条件のなかに存在する格差を埋めることを鑑みて社会的経済的発展の政策を策定す

るために、その情報には、健康および健康状態、母子の死亡率、平均寿命、識字率、教育、雇用、住居、

土地所有、精神的・肉体的医療、水、衛生、エネルギー・通信サービス、貧困、平均可処分所得などの

経済的・社会的指標を、適宜考慮に入れるべきである。



93　国家、政府間組織、ＮＧＯ、学術機関そして民間部門に、データ収集と分析の概念および方法を改

善し、そしてこの分野での調査を促進し、経験と成功例を交流し、促進活動を発展させ、人種主義、人

種差別、外国人排斥および関連のある不寛容を受けている個人および集団の進歩向上と社会への参加を

示す指標をつくりあげるよう勧める。

94　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と闘うための政策やプログラムは、ジェ

ンダーの視点を取り入れた量的・質的研究に基づいたものであるべきことを認識する。そのような政策

やプログラムには、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害者あるいはそれら

を受けやすい個人や集団によって特定された優先順位を考慮に入れるべきである。

95　法執行官が犯したものも含めて、公的部門および民間部門における人種主義、人種差別、外国人排

斥および関連のある不寛容の行為に対する定期的な監視活動を確立するよう、国家に求める。

96　国家に、移住のあらゆる段階および側面について調査を促進して実施し、移住の原因と現象の両方

について効果的に対処する統合的、客観的、長期的アプローチをとるよう勧める。これら調査とアプロ

ーチは、人権や基本的自由の十分な享有の欠如や、経済のグローバル化が移住の傾向に与える影響など、

移住の根本原因に特別の注意を払うべきである。

97　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容が、法律や政策、制度および慣行にどの

ように反映しているか、これらが移住者、とくに女性や子どもの被害や排除にどのように加担してきた

かについて、さらなる調査を実施するよう勧告する。

98　国家に、適用可能な場合、国連人権条約機関への定期報告に、政治活動への参加や、経済、社会お

よび文化的状況に関する統計的データを含め、その管轄権内の個人、集団の構成員およびコミュニティ

に関する統計情報を適宜含めるよう勧告する。そのような情報はすべて、データ保護規制やプライバシ

ー保障など、人権と基本的自由の条項に従って収集されなくてはならない。

とくに社会サービス、雇用、住居、教育、医療などへのアクセスにおける非差別を保証するアファーマ

ティブ・アクションを含む行動重視の政策と行動計画

99　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と闘うことは、国家の主要な責任である

ことを認識する。したがって、多様性、平等、社会正義、機会均等およびすべての人びとの参加を促進

する国内行動計画を策定または入念に作成することを国家に奨励する。とりわけ、アファーマティブ・



アクションと戦略を通じて、これら計画は、すべての人が意思決定に効果的に参加して、生活のあらゆ

る空間で、非差別に基づき、市民的、文化的、経済的、政治的および社会的権利を実現できる条件をつ

くることを目指すべきである。世界会議は、政策とプログラムの立案、実施および評価にＮＧＯがより

密接に関われるよう、そのような行動計画の策定および入念な作成において、ＮＧＯとの対話を確立あ

るいは強化するよう国家に奨励する。

１００　国家に、統計情報を基に、アファーマティブ・アクションを含む国内プログラムを確立させ、

人種差別の被害者や被害者である可能性のある個人と集団の初等教育、基礎的な保健および十分な住居

を含む基本的社会サービスへのアクセスを促進するよう求める。

１０１　国家に、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害者である集団や個人

の医療へのアクセスを差別なく促進し、なかでも、母子の死亡率、子どもの予防接種、ＨＩＶ／ＡＩＤ

Ｓ、心臓病、ガンおよび伝染病における格差を取り除く努力を強力に推し進めるよう求める。

１０２　国家に、都市開発やその他の人間の居住の計画段階で、社会のすべての構成員の居住統合を促

進し、同時に、公共住宅の放置されてきた部分を新しくしながら、社会的な排除や周縁化に対処するよ

う求める。

雇　用

１０３　国家に、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害者である人が所有す

る企業の組織運営を、適宜、信用貸しや研修プログラムへの平等なアクセスを促進することで、奨励し

て支援するよう求める。

１０４　以下のことを、国家に求め、ＮＧＯと民間部門に奨励する。

（ａ）市民的権利の実施、社会教育および職場内でのコミュニケーションを含む多面的方策を通して、

差別のない職場づくりを支援し、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容にさらされ

やすい労働者の権利を促進・保護する。

（ｂ）新しいビジネスは困窮しているコミュニティに肯定的でダイナミックな影響を与えることを認識

しつつ、資本、なかでもコミュニティ開発のための銀行へのアクセスを高めることで、十分なサービス

を受けず不利な立場に置かれてきた地域の経済および教育条件を改善するために、ビジネスの創造、成

長および拡大を促進し、民間部門と協力して、経済的に困窮している地域において雇用を創出し、既存

の雇用の保持を助け、産業と商業の成長を刺激するよう活動する。



（ｃ）なかでも最も大きな障壁に阻まれている特定集団が、技能職を含めて、仕事を探し、維持しある

いは再就職する際の見通しを改善する。複合差別にさらされている人びとには特別の注意が向けられる

べきである。

１０５　労働者の権利の保護を強化するための法律や政策を立案および実施する際に、人身売買の被害

者や密輸入される移住者の場合、例えば家事労働者の監禁のように、彼ら／彼女らを虐待に対しより無

防備にしたり、また、危険で低賃金の仕事に就かせるような保護の欠如や、時には搾取という深刻な状

況があることに特別の注意を払うよう、国家に求める。

１０６　労働者の権利に関する国際文書や規範の適用および遵守を促進することで、雇用および職業に

おける差別的慣行、人種差別および外国人排斥による否定的影響を回避するよう、国家に求める。

１０７　非差別の慣行を職場で推進し、とりわけ人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不

寛容の被害者を含めたすべての労働者の権利を保護するよう、国家に要求し、労働組合および経済界の

代表に奨励する。

１０８　職場における人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の被害者に、行政的お

よび法的手続き、その他の救済的措置への効果的なアクセスを提供するよう、国家に要求する。

健康、環境

１０９　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容が理由かもしれない、標準健康指標

によって示される健康状態における格差を取り除くために、個別におよび国際協力を通じて、すべての

人が達成可能な最高基準の心身の健康を享有する権利を実現する措置を強化するよう、国家に求める。

１１０　以下のことを国家に促し、ＮＧＯおよび民間部門に奨励する。

（ａ）実効的な差別禁止法の策定および施行などにより、医療制度における人種主義、人種差別、外国

人排斥および関連のある不寛容を監視して撤廃する実効的な機構を確立すること。

（ｂ）十分な医療サービスを受けていない人びとのプライマリーヘルスケアを含み、すべての人によっ

て利用可能な包括的で質の高い医療への平等なアクセスを保証し、サービスを十分受けていないコミュ

ニティで働く意欲のある多様な保健・医療の担い手のトレーニングを促進し、社会の多様性を反映して、

あらゆる集団の女性と男性を長所と将来性に基づいて医療専門職として雇用したり、医療職に従事させ

続けることにより、医療専門職における多様性を高める手段をとること。



（ｃ）周縁に追いやられた社会集団、とりわけ人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛

容の被害者の健康状態を改善する手段として、医療専門職、コミュニティベースの医療提供者、ＮＧＯ、

科学研究者そして民間企業と協力すること。

（ｄ）保健・医療専門職、科学研究者および国際・地域保健機関と協力して、医療および保健戦略がさ

まざまな社会集団に与える影響の相違を調査する。

（ｅ）感染リスクの高い社会集団におけるＨＩＶ／ＡＩＤＳ予防の取り組みを改善させる政策とプログ

ラムを採用して実施し、ＨＩＶ／ＡＩＤＳの看護、治療およびその他の支援サービスの利用可能性を広

げるよう努力する。

１１１　国家に、とくに以下の点において、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容

の被害者である、あるいはそれを被りやすい個人および集団に、安全で健康的な環境を提供する非差別

の措置を考慮するよう勧める。

（ａ）健康および環境問題に関する公的情報へのアクセスを改善する。

（ｂ）環境についての意思決定の公的プロセスにおいて関連する懸念事項が考慮に入れられるよう保証

すること。

（ｃ）あらゆる分野で人間の健康および環境を改善する技術や成功事例を共有すること。

（ｄ）汚染された土地をきれいにし、再利用し、再開発し、影響を被る人びとを適宜協議を経て自発的

に移転させるために、可能なかぎり適切な改善措置をとること。

政治的、経済的、社会的および文化的意思決定への平等参加

１１２　あらゆる段階における経済的、文化的および社会的意思決定、とりわけ貧困削減方策、開発プ

ロジェクト、および貿易・マーケット支援プログラムの策定と実施において、人種主義、人種差別、外

国人排斥および関連のある不寛容の被害者の参加を促進するよう国家に求め、民間セクターおよび世界

銀行や地域開発銀行などの国際金融・開発機関に奨励する。

１１３　地域社会のすべての構成員、とりわけ、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不

寛容の被害者の、あらゆるレベル、とりわけ地方レベルにおける社会の意思決定プロセスへの効果的で

平等なアクセスを適切に促進するよう国家に求め、また、経済活動への人びとの効果的参加を促進する

よう、国家に求め、民間セクターに奨励する。

１１４　すべての多国間金融・開発機関、とりわけ、世界銀行、国際通貨基金、世界貿易機関および地

域開発銀行に、開発プロジェクトや、適切ならば、貿易・市場アクセスプログラムを促進するために、



それぞれの通常予算と理事会の手続きに応じて、意思決定プロセスのあらゆる段階とレベルにおいて国

際社会のすべての構成員による参加を促進するよう求める。

政治家および政党の役割

１１５　政治家および政党が、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容との闘いで果

たすことができる重要な役割を強調し、政党には、とくに、違反に対する内部の懲戒処分を含めた自主

行動規範を策定し、党員が人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容を助長したり煽動

する公での発言や行動を行うことを自制させることにより、社会における平等、連帯および非差別を促

進する具体的手段をとるよう奨励する。

１１６　法律や政策を含み、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と闘うためのさ

まざまな措置について、議会での議論と行動を奨励するよう、列国議会同盟（Inter-Parliamentary Union

［IPU］）に勧める。

３　教育および啓発的措置

１１７　国家に、適宜他の関連機関と協力し、自国内に住むすべての先住民族に対する受容、寛容、多

様性および尊重を奨励する人種主義に反対する教育やメディア・キャンペーンに財政資源を提供するこ

とを求める。国家はとくに先住民族の歴史や文化の正確な理解を奨励するべきである。

１１８　人類に対するアフリカの発展性に富んだ貴重な貢献をバランスよく客観的に提示し、それを広

く普及させるための研究、教育および大衆伝達の具体的で包括的なプログラムを策定し実施することに

よってアフリカの世界史と文明への貢献の軽視を是正することを、国連、他の適切な国際・地域組織お

よび国家に求める。

１１９　奴隷制度と奴隷取引の犠牲者の自由と正義の追求における考えや行動にとくに注意を払いなが

ら、奴隷制度および大西洋、地中海およびインド洋越えの奴隷取引の歴史に関する文書および証言、そ

して今後既存のデータを収集、記録、整理、展示および出版していく奴隷制度マルチ・メディアセンタ

ーもしくはプログラムを発展させることによって、「沈黙を破る（Breaking the Silence）」というテー

マをもったユネスコの「奴隷航路（Slave Route）プロジェクト」への努力を重ねることを、国家および

関連する国際組織やＮＧＯに勧める。



１２０　ユネスコの「奴隷航路プロジェクト」の枠組み内における努力に敬意を表し、できるだけ早く

国際社会がその成果にアクセスできるようにすることを要請する。

差別なき教育へのアクセス

１２１　少女と少年の両方、すべての子どものための無償の初等教育へのアクセスや成人のための生涯

学習・教育へのアクセスを含む、人権、多様性、寛容の尊重に基礎をおいた、いかなる差別もない教育

へのアクセスを確保することにコミットすることを、国家に求める。

１２２　すべての人に対する法律や慣行における教育への平等なアクセスを確保し、学校教育へのアク

セスにおいて、いかなる形態の人種隔離の強制につながるような法的措置やその他のいかなる措置もと

らないよう国家に求める。

１２３　国家に次のことを求める。

（ａ）定型的および非定型的教育の両方、教育のあらゆる段階において、人種、皮膚の色、世系、民族

的および種族的出身に基づく差別を禁止する法律を制定し、施行すること。

（ｂ）子どもの教育へのアクセスを制限する障害を取り除くあらゆる適切な措置をとること。

（ｃ）すべての子どもが差別なく良質の教育へのアクセスを有するよう確保すること。

（ｄ）不利な立場にいる子どもや若者の学習成績を測定し、追跡調査するための標準化の方法を確立し

実施すること。

（ｅ）子どもや若者の教育の成果に不平等が存在する場合は、それを取り除くための資源を提供するこ

と。

（ｆ）人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に動機づけられた暴力やいじめのない、

安全な学校環境を確保する努力を支援すること。

（ｇ）人種、皮膚の色、世系、ナショナルまたはエスニックな出身にかかわらずすべての学生が高等教

育機関において学べるよう意図した財政支援プログラムを確立することを考慮すること。

１２４　ナショナルまたはエスニック・マイノリティや宗教的および言語的マイノリティに属する人が

いかなる差別もなく教育へのアクセスを有し、可能な場合はそのような人たちが受けうるいかなる形態

の人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容からも身を守るために自分の言語を学ぶ機

会を有するよう確保する適切な措置を適宜とるよう、国家に求める。

人権教育



１２５　「人権教育のための国連一〇年」（一九九五年～二〇〇四年）の枠内で行われる活動において人

種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に対する闘いを含め、「一〇年」の中間報告に挙

げられた勧告を考慮するよう、国家に求める。

１２６　国連、ユネスコおよび他の関連国際組織と協力して、あらゆる人の尊厳と価値を尊重し、あら

ゆる文化や文明の間の相互理解を深めることを確保するために、人種主義、人種差別、外国人排斥およ

び関連のある不寛容に対抗することを目指した文化的および教育的プログラムを率先して発展させるこ

とを国家に奨励する。さらに、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に対抗し、多

様性、多元主義、寛容、相互理解、文化的感受性、統合と包容の価値の尊重を促進するために、人権教

育のあらゆる分野において、適宜、現地語による公共情報キャンペーンや具体的な研修プログラムを支

援および実施するよう国家に求める。そのようなプログラムやキャンペーンは社会のあらゆる分野、と

くに子どもと若者に向けられるべきである。

１２７　人権教育を含む教育の分野において人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容

の原因や結果、悪弊についての理解と認識を促進するための努力を高めるよう国家に促し、また、その

ような現象と闘うための教科書や辞書を含む教材を適宜、教育当局や民間部門と協議の上開発するよう

国家に促し、適宜、教育当局や民間部門に奨励する。その文脈において、人種主義、人種差別、外国人

排斥および関連のある不寛容を促進するかもしれない、または否定的なステレオタイプを助長するかも

しれない要素を排除し、そのようなステレオタイプを論破する内容を含むようにするため、適宜、教科

書やカリキュラムの見直しおよび改訂を重視するよう、国家に要求する。

１２８　国家に、文化的多様性の尊重を促進するための公共の定型的および非定型的な教育プログラム

を、若者組織を含む関連組織と適宜協力し、支援および実施するよう求める。

子どもと若者のための人権教育

１２９　学校カリキュラムのなかの人権プログラムに反差別および反人種主義の要素を導入、および適

宜強化し、歴史および他の教科書を含む関連教材を開発・改良し、すべての教員が反差別、相互の尊重

と寛容の原則に基づいた考え方や行動パターンを形成するよう訓練され、適切に動機づけられることを

確保するよう、国家に求める。

１３０　若者に人権と民主的な市民社会について教育し、異なる集団に対する尊重を含めた、連帯や多



様性の理解と尊重の価値を教えるための活動を実施し促進するよう、国家に要求する。人種的優位の誤

った理論に基づくイデオロギーと闘うために、民主的価値や人権を尊重するように若者に伝え、彼ら／

彼女らを敏感にする特別な努力が行われる、または発展させられるべきである。

１３１　とくに「国際人種差別撤廃デー」（三月二一日）を記念した、人種主義、人種差別、外国人排斥

および関連のある不寛容に反対する意識を向上させるための、課外活動を含めた教育活動を発展させる

ことを考慮するよう、すべての学校に奨励することを、国家に求める。

１３２　学校や高等教育機関において、人種差別につながる偏見と闘い、異なる人種または民族集団の

間の理解、寛容、友情を促進するために、人権教育を導入および強化し、文化的多様性の尊重と犠牲者

の自尊感情を促すための公共の定型的および非定型的な教育プログラムを支援するよう、国家に勧告す

る。

公務員および専門家のための人権教育

１３３　司法行政に携わる人員を含む公務員、とくに法の執行、矯正および治安当局ならびに保健・医

療、学校そして移民の当局に携わる公務員のために、反人種主義の、およびジェンダーに敏感な人権研

修を発展させ、強化することを国家に求める。

１３４　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の司法行政と公正な裁判への否定的

影響にとくに注意を払い、人種差別撤廃条約および関連する文書の義務に関する国家機関および公務員

の啓発のための全国的なキャンペーンなどの措置を実施するよう、国家に求める。

１３５　検察官、裁判官その他の公務員に対して人種差別を禁止する国際規範やその国内法への適用性、

ならびに国際人権義務に関する講座やセミナーを含む研修活動を、国際組織、国内機関、ＮＧＯや民間

部門と適宜協力して組織し促進するよう、国家に求める。

１３６　教育および研修、とくに教員の研修が人権の尊重と人種主義、人種差別、外国人排斥および関

連のある不寛容に対する闘いを促進していること、および関連当局と合意した、機会平等、反人種主義、

ジェンダーの平等、そして文化・宗教他の多様性に関する政策やプログラムを、教員、親および学生の

参加のもとで教育機関が実施し、その実施のフォローアップを行うことを確保するよう、国家に要求す

る。さらに、教育のすべての段階における教員、宗教的コミュニティおよび印刷・電子メディアを含む

すべての教育者が、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容との闘いの手段を含む人



権教育において効果的な役割を担うよう求める。

１３７　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の結果として教職に就いている人数

の割合が低い集団に属する女性および男性を、教職に採用し、彼ら／彼女らの雇用を維持、および昇進

を拡大し、教職へのアクセスの効果的平等を保障する措置をとることを考慮するよう、国家に奨励する。

すべての集団と効果的に交流する能力を有する女性および男性を採用するよう特別な努力が払われるべ

きである。

１３８　人種差別や外国人排斥の行為を防止し、偏見により人種主義、人種差別、外国人排斥および関

連のある不寛容に基づく決定が下されてしまうことを回避するために、教員と同様に、入国管理官、国

境警察、拘置所や刑務所の職員、地方自治体および法の執行を担当する他の公務員のための人権研修お

よび啓発のための活動を、移住者、難民および難民申請者の人権にとくに注意を払い、強化することを、

国家に求める。

１３９　国家に、人身売買の防止において、法の執行、入国管理およびその他の関連した公務員に研修

を提供および強化することを求める。そのような研修は、人身売買業者からの犠牲者の保護を含めて、

人身売買を防止し、人身売買業者を訴追し、犠牲者の権利を保護するために利用される方法に焦点を当

てるべきである。また、研修は人権および子どもやジェンダーに敏感な問題に配慮する必要を考慮すべ

きで、ＮＧＯやその他の関連組織、および市民社会の他の部分との協力を促進すべきである。

４　新技術を含む情報、通信およびメディア

１４０　人種主義との闘いにおいて、インターネットを含む新しい情報および通信技術による高速で広

範囲のコミュニケーションを通じた貢献を歓迎する。

１４１　インターネットを含む新しい情報および通信技術の利用を通じて、学校内外の人種主義、人種

差別、外国人排斥および関連のある不寛容に対抗する教育的および啓発のためのネットワークをつくる

可能性、ならびに人権の普遍的尊重と文化的多様性の尊重を促進するインターネットの力について、関

心を喚起する。

１４２　文化的多様性の価値を認識すること、および、とくに周縁化された共同体が、彼ら／彼女らの

文化や言語を反映したプログラムを提示することにより、主流の、およびオルターナティブなメディア

にアクセスすることを奨励する具体的な措置をとることの重要性を強調する。



１４３　人種的優越の思想を普及させるインターネットを含む新しい情報・通信技術の使用など、現代

的形態や表現を含めて、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容が実体として進展し

ていることに懸念を表明する。

１４４　インターネットや広告を含む印刷・電子メディアなどのメディアが、その独立性を考慮に入れ

ながら、国、地域および国際レベルでの関連団体や組織を通じて、次に挙げる事柄を目的とする任意の

倫理行動規範や自主規制措置、および政策や取り組みを発展させることを促進するよう、国家に求め、

民間部門に奨励する。

（ａ）人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と闘うこと。

（ｂ）社会の多様性が、公正でバランスのとれた方法で公平に代表されること、ならびにその多様性が

スタッフにも反映されることを促進すること。

（ｃ）人種的優越の思想やあらゆる形態の人種憎悪や差別の正当化の拡散と闘うこと。

（ｄ）例えば公の啓発キャンペーンでの支援を通じてなど、すべての個人、人民、国家および文明の間

の尊重、寛容および理解を促進すること。

（ｅ）一般大衆の間に外国人排斥感情が広まることを防止し、人民や出来事、歴史の客観的でバランス

のとれた記述・描写を促進するために、いかなる形態のステレオタイプや、とくに移住労働者を含む移

住者および難民の誤ったイメージの助長を回避すること。

１４５　インターネットを含む新しい情報・通信技術を通じた人種憎悪の煽動に関して、国際人権法に

従った法的制裁を実施し、さらにインターネット上の人種主義に対し、自国が締約国となっているすべ

ての人権文書、とくに人種差別撤廃条約を適用するよう国家に求める。

１４６　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に基づくステレオタイプを回避する

ことをメディアに奨励するよう、国家に求める。

１４７　表現の自由に関する既存の国際的および地域的基準を十分に考慮し、意見の自由と意見発表の

自由についての権利を保障するあらゆる必要な措置をとりつつ、次のことを考慮するよう国家に要求す

る。

（ａ）人種主義的メッセージや人種差別、外国人排斥またはあらゆる形態の不寛容や差別のメッセージ、

およびそれらにつながるようなメッセージに対して具体的な任意の行動規範や自主規制措置を策定し発

信するようインターネット・サービス・プロバイダーに奨励すること。その目的のために、インターネ

ット・プロバイダーには、関連する市民社会の機関も巻き込んで、国および国際レベルでの仲介機関を



設立することを奨励する。

（ｂ）可能な範囲で、インターネットを含む新しい情報・通信技術による人種憎悪や暴力の煽動の責任

者を訴追するための適切な法律を採択し、適用すること。

（ｃ）とくに法執行当局に研修を実施することにより、インターネットを含む新しい情報・通信技術を

通じた人種主義的な情報材料の発信という課題に対処すること。

（ｄ）インターネットなどの新しい情報・通信技術を含むあらゆるコミュニケーション・メディアを通

じた人種差別および外国人排斥のメッセージの発信を非難し、積極的に阻止すること。

（ｅ）インターネットを含む新しい情報・通信技術における人種憎悪発言や人種主義的な情報材料の発

信という現象が急速に展開していることに対して、国際的な対応を迅速に、協調してとることを考慮す

ること、またこの文脈において国際協力を強化すること。

（ｆ）インターネットの利用とアクセスに格差があることを認識した上で、国際的で平等なフォーラム

としてのインターネットの人びとによるアクセスと利用を奨励すること。

（ｇ）人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容との闘いにおける良い実行の模倣を通

じて、インターネットなどの新しい情報・通信技術による積極的な貢献が拡大できる方法を検討するこ

と。

（ｈ）メディア組織やインターネットなど新しい情報・通信技術で働く人員の構成において、組織構造

のあらゆるレベルで、社会のなかの異なる部分が十分に代表されることを促進することによって、社会

の多様性を反映させるよう奨励すること。

Ｂ　国際レベル

１４８　包容、正義、平等と公平、人間の尊厳、相互理解、そして文化的多様性と普遍的人権の促進と

尊重に基づいた国際秩序を構築し、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に基づい

たあらゆる排除の原理を拒否することを、国際社会のあらゆる担い手に求める。

１４９　あらゆる係争や紛争が平和的手段と政治対話によって解決されるべきだと信じる。世界会議は、

そのような紛争のすべての関係当事者に、抑制を発揮し、人権と国際人道法を尊重するよう求める。

１５０　あらゆる形態の人種主義に反対するにあたり、世界中に及ぶ反ユダヤ主義、反アラブ主義およ

びイスラム排斥に対抗する必要を認識するよう国家に要求し、これらの共同体に関する人種主義的で差

別的な考えに基づいた運動の発生を防止する効果的措置をとることを要求する。

１５１　中東情勢に関しては、イスラエルとパレスチナ人が和平プロセスを再開し、安全と自由のもと



で発展し繁栄できるよう、暴力の終結と交渉の早期再開、国際人権・国際人道法の尊重、自決の原則の

尊重とすべての苦難の終結を要求する。

１５２　国家、金融機関を含む地域・国際組織、そして市民社会に、人種主義、人種差別、外国人排斥

および関連のある不寛容につながりうるグローバル化の側面に既存の機構内で対処すること、もしくは

必要であれば機構を設立および／もしくは発展させることを奨励する。

１５３　国連事務局の平和維持活動局および他の国連関連機関、組織やプログラムに、ジェノサイド、

戦争犯罪または人道に対する罪につながりうる状況のさらなる悪化の危険性を評定するために、人権お

よび人道法の重大な侵害の類型を見極めるよう調整を強化するよう勧告する。

１５４　世界保健機関や他の関連国際組織に、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛

容の影響を、ＨＩＶ／ＡＩＤＳの流行やヘルスケアへのアクセスを含む肉体的・精神的な健康状態の重

要な社会的決定要素として認識するための活動を促進し発展させ、差別の犠牲者に公平な医療・保健シ

ステムを確保するために、調査研究を含めた具体的なプロジェクトを準備するよう奨励する。

１５５　国際労働機関に、労働の世界で人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と闘

うプログラムや活動を実施し、この分野における国家、雇用者組織、そして労働組合の行動を支援する

よう奨励する。

１５６　ユネスコに、人権および人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容との闘いに

関連する教育や研修、教育的活動を促進するための教材や教具の準備において、国家を支援するよう求

める。

IV　国家、地域、国際レベルの効果的な救済、回復、是正、その他の措置

１５７　「新アフリカイニシアティブ」（New African Initiative）などの計画や「貧困撲滅のための世

界連帯基金」（World Solidarity Fund for the Eradication of Poverty）などの革新的な機構を通じて、

貧困、低開発、周縁化、社会的疎外、経済格差、不安定および秩序の不安の課題に真剣に対処する発展

途上国の努力、とくにアフリカのリーダーたちのコミットメントと決意を認識し、これらの計画・構想

を支援するために事業プログラムを通じて適宜新たなおよび追加的な財政資源を提供するよう、先進国、

国連とその専門機関、そして国際金融機関に要求する。



１５８　これらの歴史的な不公正が世界各地の多くの人びと、とくに発展途上国の人びとが陥っている

貧困、低開発、周縁化、社会的疎外、経済格差、不安定および秩序の不安の原因となったことは否定し

がたいと認識する。世界会議は、以下の分野において、これらの社会と離散共同体の社会的経済的発展

のためのプログラムを、連帯と相互尊重の精神に基づいた新たなパートナーシップの枠組みにおいて発

展させる必要を認識する。

・債務救済

・貧困撲滅

・民主制度の構築または強化

・外国直接投資の促進

・市場アクセス

・発展途上国向けの政府開発援助に関する国際的な合意目標を達成する努力の強化

・新しい情報・通信技術による情報格差の是正

・農業と食料の保障

・技術移転

・透明で説明責任をとりうる政府

・「世界エイズ・保健基金」（Global AIDS and Health Fund）など、ＨＩＶ／ＡＩＤＳ、結核やマラリ

アの課題に取り組む保健インフラへの出資

・インフラ開発

・能力開発を含む人材開発

・教育、研修および文化の発展

・違法に取得した、および違法に移動（隠匿）した資金の返還のための、国内および国際文書に基づい

た司法共助

・小火器／軽兵器の違法売買

・二国間協定または国際文書に基づいた、美術品、歴史的な遺物や文書の原産地への返還

・人、とくに女性と子どもの人身売買

・奴隷にされたアフリカの人びとの子孫の帰還の歓迎と移住の促進

１５９　影響を受けた国家や社会の発展の課題に対処する、とくにアフリカ大陸や離散共同体における

プログラムにより高い優先性を与え、適切な資金を配分するよう国際金融・開発機関と国連の事業プロ

グラムや専門機関に求める。

法的支援



１６０　緊急事項として、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の犠牲者のための

正義を実現する切迫した必要性に対応するために、そして、犠牲者が情報、支援、効果的保護、そして

損害に対する公正で完全な賠償と満足を求める権利を含む国家的、行政的および司法的救済、ならびに

必要な場合は法的支援への十分なアクセスを有するよう確保するために、必要なあらゆる措置をとるよ

う、国家に求める。

１６１　拷問や虐待の犠牲者を含む、人種差別の犠牲者に対し、あらゆる適切な法的手続きおよび無料

の法的支援へのアクセスを、法的代理など、彼ら／彼女らの特有のニーズや脆弱さに対応した方法によ

って促進することを、国家に求める。

１６２　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の行為に対する申立人や証人の被害

者化を防ぐことを確保し、申立人が求めた場合は適宜法律扶助を含む法的支援を提供し、可能ならば、

ＮＧＯが法的手続きにおいて人種主義の訴えを申立人の同意のもとで支援できるようにするなどの措置

を考慮するよう、国家に求める。

国内の立法およびプログラム

１６３　市民、政治、経済、社会および文化的分野において、人種主義、人種差別、外国人排斥および

関連のある不寛容と効果的に闘うために、この世界会議は、それぞれの国家の立法の枠組みが、明白、

明確に人種差別を禁止し、国内機関、独立機関、専門機関の指定を含め、効果的な司法などの救済また

は是正を提供するよう、すべての国家に勧告する。

１６４　国内法に規定される手続き的救済に関し、次のことを念頭に置くことを国家に求める。

（ａ）そのような救済へのアクセスが非差別、平等を基本に、幅広く提供されるべきである。

（ｂ）該当する行動に関する現行の手続き的救済が周知されているべきで、人種差別の犠牲者が、自身

の特定のケースに応じてその手続きを利用できるよう支援されなければならない。

（ｃ）人種差別の申し立ての調査および裁定はできるだけ迅速に実施されなければならない。

（ｄ）人種差別の犠牲者には、申し立ての手続きにおいて法的支援および扶助が、適当な場合は無料で

提供されるべきであり、必要な場合はそのような申し立ての手続きまたは人種差別から発生するもしく

は関連する民事あるいは刑事手続きにおいて、能力のある通訳の支援が提供されるべきである。

（ｅ）人種差別の訴えを効果的に調査し、申立人を脅迫や嫌がらせから保護するための権限ある国家機

関の設立は望ましい展開であり、実施されるべきである。人種、皮膚の色、世系、ナショナルまたはエ

スニックな出身に基づいた差別的慣行を禁止し、違反者に対する適切な刑罰の適用と犠牲者に対する十



分な補償を含む救済を規定した立法の制定に向けた措置がとられるべきである。

（ｆ）差別の犠牲者に対して法的救済へのアクセスを容易にすべきであり、その点において、国内機関

および他の機関、ならびに関連するＮＧＯに犠牲者を支援する権限を与えるという改革が真剣に考慮さ

れるべきであり、最も弱い立場にある集団を法制度へのアクセスを有するようにするプログラムが策定

されるべきである。

（ｇ）人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に基づく係争や紛争に関与する当事者

間の紛争解決、仲裁および和解のための新しく革新的な方法を模索し、可能な場合、確立すべきである。

（ｈ）該当する形態の差別の犠牲者のための回復的司法の政策やプログラムの策定が望ましく、それら

を真剣に考慮すべきである。

（ｉ）人種差別撤廃条約の第一四条に基づく宣言を行った国家は、国民に同条のもとの申し立てのメカ

ニズムの存在について知らせる努力を拡大すべきである。

救済、補償、賠償

１６５　あらゆる人が効果的で適切な救済へのアクセスを有し、差別の結果生じたいかなる損害に対し

ても十分な補償と満足を権限のある国内の法廷や他の国内機関に求める権利を享有することを確保する

ことによって、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に対する保護を強化すること

を国家に求める。さらに、人種主義および人種差別の苦情申立人にとっての法と裁判所へのアクセスの

重要性を強調し、司法および他の救済が、広く周知され、容易にアクセスでき、迅速で、過度に複雑で

ないことの必要性に注意を喚起する。

１６６　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の行為を償うために、公正で十分な

補償と満足を求める犠牲者の権利を国内法で規定された通り確保するために必要な措置をとること、そ

して、そのような行為の繰り返しを防止する効果的な措置を立案することを国家に求める。

V　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容との闘いにおける国際協力、および国連そ

の他の国際メカニズムの拡大を含めた効果的な平等を達成するための戦略ならびにフォローアップ

１６７　国家に、自国が参加した地域会議の宣言や行動計画において同意したすべてのコミットメント

を着実に実施し、他の関連する文書や決議に掲げられた目的に従い、それらの規定に応じて、人種主義、

人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と闘うための国家政策や行動計画を策定するよう要求す

る。さらに、すでにそのような人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と闘うための

国家政策や行動計画が存在する場合には、それらのなかに地域会議から生じたコミットメントを取り入



れるように要請する。

１６８　ジュネーブ諸条約（一九四九年八月一二日）とその二つの附属議定書（一九七七年）、および国

際人道法の他の条約にまだ加盟していない国家に、加盟を考慮し、国際人道法のもとの義務、とくに差

別禁止規則に関連する義務を完全に実施するために必要な措置をとり、最優先事項として適切な法律を

制定することを求める。

１６９　国家に、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の犠牲者の利益のために機

会の平等を促進するための協力プログラムを発展させるよう促し、また、同じ目的で多国間の協力プロ

グラムを提案することを奨励する。

１７０　地域統合機関や地域的な国家間の対話フォーラムの作業プログラムのなかに、人種主義、人種

差別、外国人排斥および関連のある不寛容との闘いの問題を含めるよう、国家に勧める。

１７１　社会を構成する人種、皮膚の色、世系、ナショナルまたはエスニックな出身、宗教や言語の異

なる人びとが共に生き、調和のとれた多人種および多文化社会をつくろうとするなかで経験する挑戦課

題を認識するよう、国家に求める。また、カリブ地域のいくつかの社会のように比較的成功している多

人種・多文化社会の肯定的事例が吟味され分析される必要があること、そして、人種、皮膚の色、世系、

言語、宗教、ナショナルまたはエスニックな出身に関連する要素に基づいた紛争を和解させ、調和のと

れた多人種・多文化社会を発展させる技術、メカニズム、政策、プログラムを系統的に検討し発展させ

る必要があることを認識するよう国家に促し、したがって、国連とその関連専門機関に、国際社会の利

益のためにこの重要な作業を行うための多人種・多文化研究および政策策定の国際センターを設立する

ことを検討するよう要請する。

１７２　国家に、それぞれの領域内のマイノリティのナショナルまたはエスニックなアイデンティティ

や文化的、宗教的および言語的アイデンティティを保護し、いかなる形態の人種主義、人種差別、外国

人排斥および関連のある不寛容からも保護するために、そのようなアイデンティティを促進するような

条件を奨励する適切な立法的および他の措置を発展させることを求める。この点においては、複合差別

の形態について十分考慮するべきである。

１７３　さらに、歴史的に不利な立場にある共同体のアイデンティティを、それが適切であるという特

殊な状況においては、平等に保護し、促進することを確保するよう、国家に求める。



１７４　貧困、低開発および機会平等の欠如など、人、とくに女性や子どもを人身売買に対して無防備

にし、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容を引き起こし、一部には差別的慣行と

も関連しうる根本原因に対処するために、二国間または多国間協力を通じてなど、措置をとる、または

強化するよう国家に求める。

１７５　すべての人、とくに女性が十分な情報に基づいた決定ができ、人身売買の犠牲者となることを

防止できるよう、移住した際の機会、制限および権利を明確にすることを目的としたキャンペーンをＮ

ＧＯと協力して実施するよう、国家に奨励する。

１７６　とくに非識字率、初等教育の全体普及、幼児死亡率、五歳以下の子どもの死亡率、健康、すべ

ての人に対する性と生殖に関するヘルスケア、および安全な飲料水に関して、人種主義、人種差別、外

国人排斥および関連のある不寛容の犠牲者が生活条件において直面する既存の格差を大きく縮めること

を目的とし、信頼できる統計データに基づき、かつ、一九九五年にコペンハーゲンで開催された「世界

社会開発サミット」の行動計画第三六段落に挙げられたすべての人の基本的ニーズを満たすというコミ

ットメントを二〇一五年までに達成させることを目的とした社会開発政策を採択し、実施することを国

家に求める。これらの政策の採択と実施においてジェンダーの平等の促進も考慮される。

国際法の枠組み

１７７　関連文書を効果的に実施すること、そして、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のあ

る不寛容の苦情申し立てに関して人種差別撤廃委員会、および他の人権諸条約監視機関が採択した勧告

を適切に考慮することを促進するために、建設的で透明な対話を含めて、それらの機関との協力を継続

するよう国家に求める。

１７８　その任務を十分に果たせるように、人種差別撤廃委員会への十分な資源を要請し、また、すべ

ての国連人権諸条約機関に十分な資源を提供することの重要性を強調する。

一般的国際文書

１７９　調和のとれた多文化世界をつくるために国家や共同体内、およびそれらの間での文化的多様性

の尊重を促進し、それを保護する国際社会の努力、とくにユネスコの後援のもとで行われている措置を

支持する。それには国際人権文書と矛盾しない形で可能な国際文書をつくりあげようとする努力も含ま

れる。



１８０　障碍をもつ人の権利および尊厳を保護し促進する、とくに障碍をもつ人に対する差別的な慣行

や処遇に対応する規程を含む、必須で包括的な国際条約の作成を検討するよう、国連総会に勧める。

地域・国際協力

１８１　列国議会同盟に、この世界会議の目的の達成状況を振り返るよう各国議会に奨励することによ

って、「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対し、力を合わせて行動する国際

年」の活動に貢献することを勧める。

１８２　移住の問題に関する地域的な対話に参加するよう国家に奨励し、移住労働者に関する二国間お

よび地域的協定の交渉を行うこと、そして、移住者の権利を保護するためのプログラムを他の地域の国

家とともに計画し実施することを考慮するよう勧める。

１８３　国家に、市民社会との協議において、法の執行と国境管理だけではなく、移住者の人権の促進

と保護および移住と発展の関係に焦点を当てた、移住の原因と結果についての地域的な包括的対話を適

宜支持または確立することを求める。

１８４　とくに移住問題を扱う権限を有する国際組織に、国連人権高等弁務官事務所の支援を受け、移

住労働者を含む移住者に対する人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容が関わる事項

に関して、情報を交換し、活動を調整するよう奨励する。

１８５　影響を受けた市民の深刻な人道主義的苦難と多くの受け入れ国、とくに発展途上国および移行

期にある国が引き受ける負担について深い懸念を表明し、受け入れ国が犠牲者を助け、祖国から追放さ

れた人びとの困難に公平に対応できるよう十分な財政的および人道的緊急支援が維持されることを確保

するよう関連国際機関に求め、難民が出身国に自発的に安全に尊厳をもって帰国する権利を自由に行使

できるよう十分な保障措置を求める。

１８６　国家に、女性と子ども、とくに少女の人身売買、および移住者の密輸の問題に対応する二国間、

小地域間、地域間、および国際間の協定を締結することを奨励する。

１８７　国家に、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と闘うための協力を拡大す

るために、地域および国際レベルで、独立した国内機関の間の交流を、そして適用可能であれば他の独



立機関の間の交流も含めて適宜促進するよう要求する。

１８８　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と闘う地域機関またはセンターが存

在する地域では、そのようなセンターの活動を支援するよう国家に促し、そのような機関が存在しない

地域では、すべての地域に設立することを勧告する。これらの機関またはセンターは、とくに次のよう

な活動を実施することができる。人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の状況およ

びその犠牲者である個人や集団の状況の評価とフォローアップ、傾向や問題事項の認識、とくに地域会

議やこの世界会議の成果に関連する情報を含めた情報の収集・発信および交換とそのためのネットワー

クづくり、良き実行の例の紹介、啓発キャンペーンの組織、適宜および可能な場合、国連・地域的機関

および国家や国内人権機関との調整による協同作業を通して、提案・解決策および予防措置を発展させ

ること。

１８９　国際機関に、その任務と権限の範囲内で、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある

不寛容との闘いに貢献するよう求める。

１９０　金融・開発機関や国連の事業プログラムおよび専門機関に、その通常予算と理事会の手続きに

従い、以下のことを奨励する。

（ａ）人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の現象と闘うために、その権限と予算

の範囲内で、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の犠牲者の状況を改善すること

にとくに優先性を与え、十分な資金を配分し、そのような人びとに関連するプロジェクトの策定と実施

にその人びとを含めること。

（ｂ）政策やプログラムに人権の原則や基準を取り込むこと。

（ｃ）組織内のプログラムや活動において、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容

の犠牲者の参加を促進することに自分たちがどれだけの貢献や努力ができているかという情報を、理事

会への定期報告のなかに含めることを考慮し、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛

容の根絶にこれらの政策や慣行が貢献することを確かなものにすること。

（ｄ）それらの政策や慣行が、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の犠牲者にど

う影響を与えるかを検討し、その政策や慣行が人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛

容の根絶に貢献することを確保すること。

１９１

（ａ）国内人権機関、および人種主義と闘うために法律によって設立された他の機関、そして市民社会

との協議において、この宣言と行動計画の規定を実施するためにとられた措置に関する行動計画やその



他の関連資料を作成し、国連人権高等弁務官に提出するよう国家に要求する。

（ｂ）この世界会議のフォローアップとして、五名の独立した優秀な専門家と協力して、宣言と行動計

画の規定の実施状況を追跡するよう、国連人権高等弁務官に要請する。その専門家は国連人権委員会の

議長が提案した候補者のなかから地域グループとの協議の後、事務総長によってそれぞれの地域から一

人ずつ任命される。これらの規定の実施の進展に関する年度報告は人権高等弁務官によって国連人権委

員会と総会に提出される。その際、国家、関連する人権諸条約機関、国連人権委員会の特別手続きおよ

び他のメカニズム、国際・地域組織およびＮＧＯや国内人権機関からの情報や見解を考慮する。

（ｃ）人権高等弁務官事務所内に人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と闘う反差

別の部局を設置し、平等と非差別を促進するという国連人権高等弁務官の意向を歓迎し、とくにその権

限と任務に含めるものとして、人種差別とその進展、法的・行政的支援や人種差別の犠牲者に対する助

言についての情報の収集、そして、この世界会議のフォローアップ・メカニズムのもとで国家、国際組

織、地域組織およびＮＧＯや国内人権機関から提供される背景的情報の収集を考慮するよう勧める。

（ｄ）人権高等弁務官事務所が、国家、国際組織、地域組織およびＮＧＯや国内人権機関と協力して、

人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に対応する実践的手段に関する情報、とくに

差別禁止法を含む国際文書、地域文書、国内法ならびに人種差別と闘う法的手段、人種差別の犠牲者が

利用できる国際メカニズムを通じた救済ならびに国内の救済、異なる国や地域で実施される教育・予防

のためのプログラム、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に対応する最良の慣行、

技術協力の機会、そして学問的研究および専門文書の情報を含むデータベースを創造し、このようなデ

ータベースを、ウェブサイトや他の適切な手段を通じてなど、権限をもつ人びとおよび社会全体にもで

きるだけ利用しやすいよう確保することを勧告する。

１９２　国連とユネスコに、「文明間の対話」のハイ・レベルの会合およびその他の会合を継続して組織

し、その目的のために資金を投入しパートナーシップを促進することを勧める。

人権高等弁務官事務所

１９３　とくに人権と寛容の文化の尊重を促進し、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある

不寛容という災いに関する認識のレベルを高めるために、親善大使の任命を継続させ、その指名を世界

中のすべての国に拡大するよう、国連人権高等弁務官に奨励する。

１９４　人種差別撤廃委員会やその他の国連人権条約機関の取り組みに対する認識を高める努力をさら

に継続するよう、人権高等弁務官事務所に要求する。



１９５　ユネスコおよび人権の促進と保護の分野において活動するＮＧＯとの協議のもとで、それら組

織と定期的に協議し、世界のあらゆる文化によって人種主義との闘いのためにつくられた技術的、科学

的、教育的資料や情報資料を収集、保持、および活用するための研究活動を奨励するよう、人権高等弁

務官事務所に勧める。

１９６　人権高等弁務官事務所に、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の犠牲者、

とくに移住労働者を含む移住者の人権侵害にとくに注意を払い、外国人排斥との闘いにおける国際協力

を促進すること、そして、その目的のために適切な協力協定に基づいて諸国において実施可能なプログ

ラムを発展させることを要請する。

１９７　人権高等弁務官事務所が国家の要請を受けて、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連の

ある不寛容と闘うことを目的とした具体的な技術協力プロジェクトを策定し、資金を提供する上で支援

を行うよう、国家に勧める。

１９８

（ａ）国連人権委員会に、人権委員会の特別報告者や作業部会、とくに人種主義、人種差別、外国人排

斥および関連のある不寛容の現代的形態に関する特別報告者の権限のなかに、とくに国連総会および人

権委員会に報告を提出してその権限を行使する際に、この世界会議の宣言と行動計画での関連する規定

として考える勧告を含めること、そして、この世界会議の成果のフォローアップを行うその他のあらゆ

る適切な手段を検討することも勧める。

（ｂ）人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に関する事項について、国連人権委員

会での関連のある特別手続きやその他の国連メカニズム、とくに特別報告者、独立専門家および特別代

表と協調・協力するよう、国家に要求する。

１９９　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する国際文書を、そのすべて

の側面で強化し更新するための補完的な国際基準を準備するよう、国連人権委員会に勧告する。

国連国際の一〇年

２００　国家と国際社会に、「人種主義および人種差別と闘う第三次一〇年」を支援するよう求める。

２０１　人身売買、とくに女性、若者および子どもの尊厳と人権を保護するために、彼ら／彼女らの人

身売買に反対する国連年または国際一〇年を宣言することを考慮するよう、国連総会に勧告する。



２０２　ユネスコとの緊密な協力のもとで、「平和の文化に関する宣言と行動計画」の実施と二〇〇一年

に開始した「世界の子どもたちのための平和と非暴力の文化の国際一〇年」の趣旨を促進するよう国家

に求め、ユネスコに、これらの活動に貢献するよう勧める。

先住民族

２０３　「先住民族の国際一〇年」（一九九五年～二〇〇四年）の結果の評価を行い、適切なフォローア

ップを含めて、この一〇年の終了の区切りをいかに示すかに関する勧告を行うよう、国連事務総長に勧

告する。

２０４　国連システム内に先住民族に関する問題の「常設フォーラム」を将来設立するために、事業枠

組みと確固とした基盤の確立のための十分な資金を確保するよう、国家に要請する。

２０５　先住民族の人権と基本的自由の状況に関する特別報告者の作業に協力するよう、国家に求め、

特別報告者が自分の任務を果たすために必要なあらゆる人的、技術的および財政的資源を提供されるこ

とを確保するよう、国連事務総長と人権高等弁務官に要請する。

２０６　国連人権委員会の一九九五年三月三日付委員会決議１９９５／３２に従って作業部会で審議さ

れている先住民族の権利に関する宣言の草案について、できるだけ早急に交渉を終結し、文案を承認す

るよう、国家に要求する。

２０７　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と、国内および国際レベルにおける

人民（peoples）および個人の貧困、周縁化および社会的疎外との関係に照らして、所得と財産の不平等

を縮小する政策と措置を拡大し、個別に、および国際協力を通して、経済、社会および文化的権利を非

差別的に促進し保護する適切な措置をとることを、国家に求める。

２０８　国家と金融・開発機関に、それぞれの政策や慣行が民族一般、とくに先住民族にどのように影

響を与えるかを検討し、国民およびとくに先住民族による開発プロジェクトへの参加を通してそれぞれ

の政策や慣行が人種主義の根絶に貢献することを確保し、国際金融機関をさらに民主化し、先住民族の

肉体的、精神的もしくは文化的完全性に影響を与えうる事項について先住民族と協議することによって、

グローバル化の否定的影響を緩和するよう求める。



２０９　金融・開発機関や国連の事業プログラムおよび専門機関に、その通常予算と理事会の手続きで

のもとで、次のことを行うよう勧める。

（ａ）「先住民族の国際一〇年」の趣旨を達成することを目的とした具体的なプログラムの準備を含めて、

とくに発展途上国の先住民族のニーズに特別な注意を払いながら、その権能の範囲内で、先住民族の地

位の改善にとくに優先性を与え、十分な資金を配分すること。

（ｂ）適切な手続きをふんで、また、先住民族との協力のもとで、先住民族の取り組みを共同体レベル

で支援する特別プロジェクトを実施し、また、先住民族とこの分野における専門家の間の情報および技

術的ノウハウの交換を促進すること。

市民社会

２１０　国家に、ＮＧＯと市民社会のあらゆる部門との協力を強化し、パートナーシップを発展させ、

定期的に協議することを求める。それによってそれらの経験と専門知識を利用し、立法、政策およびそ

の他の政府の取り組みの発展に役立てることを促し、同時に人種主義、人種差別、外国人排斥および関

連のある不寛容と闘うための政策やプログラムの作成や実施において、それらを緊密に関与させること

ができる。

２１１　宗教的コミュニティの指導者に、とくに社会内および社会間の和解、癒しおよび調和をもたら

す対話とパートナーシップを促進し、提案することを通じて、人種主義、人種差別、外国人排斥および

関連のある不寛容に立ち向かうことを求め、宗教的コミュニティに、経済的および社会的活性化の促進

に参加するよう提案し、宗教指導者に、多様な人種集団間の協力と交流の拡大を培うことを奨励する。

２１２　女性、とくに複合差別を受ける女性のジェンダー平等と進歩向上を促進しようと活動している

ＮＧＯを含む市民社会のあらゆる関連部門との効果的なパートナーシップを確立、強化し、適宜、支援

を提供すること、また、あらゆる形態の女性と少女に対する差別の根絶に向けた統合された、全体的な

アプローチを促進することを、国家に求める。

ＮＧＯ

２１３　ＮＧＯがそれぞれの社会で自由で開放的に機能できるよう、開放的で活動しやすい環境を提供

し、それにより世界中で人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の撤廃に効果的な貢

献をもたらし、草の根組織のより幅広い役割を促すことを、国家に求める。



２１４　とくに市民間の連帯を深めること、市民の参加を広げ自発的な協力を増やすことを促進するこ

とにより人種および社会階級間の溝を越えた信頼の拡大を促進することなどを通じて、社会におけるＮ

ＧＯの役割を拡大する方法を模索することを、国家に要求する。

民間部門

２１５　自国領域内で事業を行う多国籍企業および他の外国企業が、非人種主義および非差別の規則や

慣行に従うことを確保する措置を、適宜立法措置も含めてとることを国家に求め、さらに、多国籍企業

および外国企業を含む経済界には、労働組合や市民社会の他の関連部門と協力して、人種主義、人種差

別、外国人排斥および関連のある不寛容を防止し、対処し、根絶するように作成したすべての事業に関

わる自発的な行動規範を策定するよう奨励する。

若　者

２１６　人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容と闘うための活動の作成、計画、お

よび実施において、青少年の十分で積極的な参加を奨励し、彼ら／彼女らにより緊密に関与させるよう、

国家に求める。また、ＮＧＯや社会の他の部門とのパートナーシップにおいて、国連システムの「世界

若者フォーラム」（World Youth Forum）や新しい技術の活用、交流その他の手段を通じて、人種主義、

人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に関する若者による全国的および国際的対話を促進する

よう、国家に要求する。

２１７　若者組織や若い女性・男性が、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容との

闘いの精神に則り、情報の発信と交換およびそのためのネットワークづくり、啓発キャンペーンの組織

および多文化教育プログラムへの参加、適切で可能な場合の提案や解決策の創出、文化間交流と対話を

促進する計画やプログラムの策定におけるＮＧＯやその他の市民社会の担い手との定期的な協議と協力

などの活動を通じて、自分たちで準備した若者のためのメカニズムを確立し維持することを、奨励し促

進するよう、国家に求める。

２１８　政府間組織、国際オリンピック委員会と国際・地域スポーツ連盟との協力において、いかなる

差別もなく、また、人間理解、寛容、フェア・プレーそして連帯が必要とされるオリンピック精神に基

づき行われるスポーツを通して、世界の若者を教育し、とくにスポーツにおける人種主義との闘いを強

化することを国家に求める。



２１９　この行動計画の成功には、政治的意志と、国、地域および国際レベルにおける十分な資金、そ

して国際協力が必要であることを認識する。

注

（１）この宣言および行動計画において、「ジェンダー」とは社会の文脈における二つの性、男性と女性

を指すと理解されている。「ジェンダー」はその他のいかなる意味ももたない。

（２）この宣言および行動計画に対するすべての留保および声明を列挙した世界会議報告の第 VII 章を

参照のこと。

【翻訳＝ヒューライツ大阪、監訳＝前田 朗】


